
国際法務に係る日本企業支援等に関する 

関係省庁等連絡会議（第８回） 

 

議 事 次 第 

 

日 時  平成３０年６月５日（火）午後２時～ 

 

場 所  法務省第一会議室（２０階） 

 

１ 開会 

   

２ 日本企業の海外展開を法的側面から支援するための関係省

庁等の施策に関する情報共有 

 ○ 昨年度の施策実施状況及び本年度以降の施策への取組 

 ○ 意見交換 

 

３ 次回以降の予定，閉会 
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国際法務に係る日本企業支援等に関する関係省庁等連絡会議の開催について

平成 26 年７月 15 日

関係省庁等申合せ

平成 27 年６月 12 日

一 部 改 正

平成 29 年 10 月 27 日

一 部 改 正

平成 30 年 6 月 5 日

一 部 改 正

１．日本企業等が海外において直面する法的側面を含む各種問題への対応支援等に

係る施策を一体的、戦略的に推進するため、国際法務に係る日本企業支援等に関

する関係省庁等連絡会議（以下「連絡会議」という。）を開催する。

２．連絡会議の構成は、次のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認める

ときは、関係府省庁その他関係者の出席を求めることができる。

議 長 内閣官房内閣参事官（内閣官房副長官補付）

構成員 法務省大臣官房国際課長

法務省大臣官房司法法制部司法法制課長

法務省大臣官房参事官（訟務担当）

法務総合研究所国際協力部副部長

外務省経済局政策課長

外務省国際協力局地球規模課題総括課長

経済産業省通商政策局総務課長

特許庁企画調査課長

特許庁審判課長

オブザーバー 独立行政法人日本貿易振興機構ビジネス展開支援部長

独立行政法人国際協力機構産業開発・公共政策部次長

最高裁判所事務総局総務局第一課長

日本弁護士連合会

３．連絡会議の庶務は、関係省庁等の協力を得て、法務省において処理する。

４．前各項に定めるもののほか、連絡会議の運営に関する事項その他必要な事項は、

議長が定める。

【資料１】



新
輸
出
大
国
コン
ソ
ー
シ
ア
ム


平
成
２
８
年
２
月
に
「新
輸
出
大
国
コン
ソ
ー
シ
ア
ム
」を
設
立
。Ｊ

Ｅ
Ｔ
Ｒ
Ｏ
を
中
心
に
多
様
な
支
援
機
関
が

参
加
。海

外
ビジ
ネ
ス
に
精
通
した
専
門
家
が
個
々
の
企
業
の
担
当
とな
り、
中
堅
・中
小
企
業
に
対
し、
海
外
事

業
計
画
の
策
定
、現

地
で
の
商
談
や
海
外
店
舗
の
立
上
げ
な
どを
き
め
細
か
く支
援
。


これ
ま
で
に
、4
71
人
の
専
門
家
（
うち
法
務
専
門
家
34
人
）
が
、全

国
7,
08
8社

（
20
18
年
3月

時
点
）
に

支
援
。

1,
11
0支

援
機
関

(2
01
8年

3月
時
点
)

中 堅 ・ 中 小 企 業 等

新
輸
出
大
国
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム

TP
P参

加
国

そ
の
他

ジ
ェ
ト
ロ
海
外
事
務
所
・

現
地
支
援
機
関

国
際
協
力
銀
行

国
際
協
力
銀
行

【
事
務
局
】

【
事
務
局
】

ジ
ェ
ト
ロ
本
部
・
大
阪
本
部
・

地
域
統
括
セ
ン
タ
ー

TP
Pを

活
用
し
た

海
外
展
開
に

関
す
る
相
談

支
援
先
企
業
の
紹
介

外
部
専
門
家

を
紹
介 外
部
専
門
家

（
企
業
O
B、

コ
ン
サ
ル
等
）

専
門
家

47
1人

(2
01
8年

3月
時
点
)

会
員
証
発
行
企
業

7,
08
8社

（
20
18
年
３
月
時
点
）

商
工
中
金

商
工
中
金

中
小
機
構

中
小
機
構

商
工
会
議
所

商
工
会

商
工
会
議
所

商
工
会

日
本
政
策

金
融
公
庫

日
本
政
策

金
融
公
庫

経
産
省

政
府
機
関

経
産
省

政
府
機
関

地
方
自
治
体

地
域
支
援
機
関

地
方
自
治
体

地
域
支
援
機
関

日
本
貿
易
会

日
本
貿
易
会

日
本
弁
護
士
連
合
会

日
本
弁
護
士
連
合
会

JI
CA

JI
CA

日
本
貿
易
保
険

日
本
貿
易
保
険

地
方
銀
行

信
用
金
庫

地
方
銀
行

信
用
金
庫

【
お
問
い
合
わ
せ
】

サ
ポ
ー
ト
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

０
１
２
０
－
９
５
－
３
３
７
５

（
平
日

9:
00
～

18
:0
0）

w
w
w
.je

tr
o.
go

.jp
/c
on

so
rt
iu
m
/

農
産
品
：
１
１
２
４
社
(1
5.
9%

)
水
産
品
：
２
０
４
社
(2
.9
%
)

工
業
品
：
２
９
４
４
社
(4
1.
5%

)
小
売
業
：
５
４
８
社
(7
.7
%
)

卸
売
業
：
９
９
６
社
(1
4.
1%
)

そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
：
１
２
７
２
社
(1
7.
9%

)

支
援
ス
キ
ー
ム

対
象
企
業
の
取
り
扱
い
品
目
・
業
種

【経済産業省通商政策局　資料２】



（
出

典
）

第
20

回
特

許
制

度
小

委
員

会
資

料
3「

第
四

次
産

業
革

命
を視

野
に

入
れ

た
新

た
な

AD
R制

度
の

検
討

」に
基

づ
い

て
特

許
庁

作
成

１
．

１
．

「標
準

必
須

特
許

」の
増

加

（
※

）
画

像
の

圧
縮

技
術

、デ
ー

タ送
受

信
に

お
け

る
信

号
の

発
信

技
術

等
。

1


Io

Tの
普

及
に

伴
い

、多
様

な
機

器
を

イン
ター

ネ
ット

に
接

続
す

る
標

準
技

術
（

※
）

の
特

許
（

標
準

必
須

特
許

）
が

増
加

。

第
１

世
代

第
５

世
代

標
準

策
定

中
第

４
世

代

第
３

世
代

第
２

世
代

音
声

メ
ー

ル

ネ
ット

動
画

Io
T

【特許庁　資料３】



通
信

業
界

vs
 

通
信

業
界

１
．

２
．

Io
T時

代
の

ラ
イ

セ
ン

ス
交

渉
の

課
題

サ
プ

ライ
ヤ

ー

特
許

補
償

契
約

これ
ま

で

自
動

車
vs

 
通

信
業

界

Io
T時

代
IT

業
界

同
士

の
紛

争
異

業
種

間
の

紛
争

（
例

）

可
能

困
難

クロ
ス

ライ
セ

ンス
に

よ
る

解
決

ライ
セ

ンス
料

率
の

相
場

観
概

ね
一

致
大

き
く異

な
る

「標
準

必
須

性
」の

判
断

当
事

者
は

評
価

容
易

ラ
イ

セ
ン

シ
ー

は
評

価
困

難
2


これ

ま
で

は
、通

信
業

界
同

士
の

ライ
セ

ンス
交

渉
で

あ
り、

クロ
ス

ライ
セ

ンス
に

よ
る

解
決

が
可

能
。


Io

Tで
は

、異
業

種
間

の
交

渉
とな

り、
クロ

ス
ライ

セ
ンス

が
困

難
。


通

信
業

界
以

外
の

事
業

者
に

は
、標

準
必

須
特

許
の

価
値

や
内

容
（

本
当

に
標

準
に

とっ
て

必
須

な
の

か
（

「標
準

必
須

性
」）

等
）

の
評

価
が

困
難

。

【特許庁　資料３】



Ⅰ
. 手

引
き

の
目

的


現
段

階
に

お
け

る
内

外
の

裁
判

例
や

実
務

の
動

向
等

を
踏

ま
え

、標
準

必
須

特
許

（
SE

P）
の

ライ
セ

ンス
交

渉
に

入
る

に
当

た
って

踏
ま

え
る

べ
き

基
礎

的
な

情
報

を
整

理
。


どう

行
動

す
れ

ば
「誠

実
な

交
渉

態
度

」と
認

め
られ

、実
施

者
は

差
止

め
を

回
避

し、
特

許
権

者
は

適
切

な
対

価
を

得
られ

や
す

い
か

に
つ

い
て

、中
小

企
業

に
対

して
も

分
か

りや
す

く整
理

。


法
的

拘
束

力
を

持
つ

も
の

で
は

な
い

。

Ⅱ
. ラ

イ
セ

ン
ス

交
渉

の
進

め
方

A.
 誠

実
性


各

交
渉

段
階

で
特

許
権

者
と実

施
者

の
それ

ぞ
れ

が
とる

べ
き

対
応


不

誠
実

な
行

為
の

具
体

例

B.
 効

率
性


ライ

セ
ンス

交
渉

の
効

率
性

に
係

る
考

慮
要

素


サ
プ

ライ
チ

ェー
ンの

中
で

誰
が

ライ
セ

ンス
契

約
の

締
結

主
体

とな
る

べ
き

か

Ⅲ
. ロ

イ
ヤ

ル
テ

ィの
算

定
方

法
A.

 合
理

的
な

ロ
イ

ヤ
ル

テ
ィ


算

定
の

基
礎

を
どの

よ
うに

決
定

す
べ

き
か


料

率
を

どの
よ

うに
決

定
す

べ
き

か

B.
 非

差
別

的
な

ロ
イ

ヤ
ル

テ
ィ


使

途
に

応
じて

ライ
セ

ンス
の

料
率

や
額

を
変

え
る

こと
は

差
別

的
か

(u
se

-b
as

ed
 li

ce
ns

e)

C.
 そ

の
他

の
考

慮
要

素


ロイ
ヤ

ル
テ

ィの
支

払
い

方
法

１
．
３
．
標
準
必
須
特
許
の
交
渉
に
関
す
る
手
引
き

3

【特許庁　資料３】



現
状

・課
題


国

際
規

格
の

実
施

に
必

要
な

標
準

必
須

特
許

（
SE

P）
を

め
ぐる

紛
争

は
、規

格
を

採
用

す
る

多
数

国
で

同
時

に
発

生
。


この

紛
争

を
各

国
の

裁
判

で
争

うと
、各

国
で

結
果

の
相

違
が

生
じる

リス
ク

が
あ

り、
紛

争
解

決
ま

で
に

長
期

間
を

要
す

る
等

の
デ

メ
リッ

ト
が

あ
る

。

A国 特
許グ
ロー

バ
ル

な
ビジ

ネ
ス

B国 特
許

C国 特
許

特
許

紛
争

の
裁

判
は

各
国

ご
と

仲
裁

の
メ

リッ
ト


AD

Rは
、各

国
に

お
け

る
多

数
の

権
利

を
め

ぐる
紛

争
を

一
括

的
に

解
決

可
能

。


特
に

仲
裁

に
つ

い
て

は
、ニ

ュー
ヨー

ク条
約

に
よ

って
国

際
的

な
強

制
執

行
が

可
能

で
あ

り、
国

際
的

に
紛

争
の

迅
速

か
つ

実
効

的
な

解
決

が
見

込
め

る
。

２
．
１
．
標
準
必
須
特
許
を
め
ぐ
る
紛
争
と
仲
裁

4

【特許庁　資料３】



模
擬

国
際

仲
裁


模

擬
国

際
仲

裁
：

６
月

29
日

＠
東

京
大

学
安

田
講

堂


SE
Pを

め
ぐる

紛
争

を
国

際
仲

裁
で

解
決

す
る

とい
う可

能
性

と、
知

財
紛

争
解

決
の

分
野

で
著

名
な

仲
裁

人
が

その
手

続
を

東
京

で
行

うと
い

う選
択

肢
を

示
す

た
め

、模
擬

国
際

仲
裁

を
東

京
で

開
催

す
る

。


各
国

の
知

財
紛

争
解

決
の

第
一

人
者

を
仲

裁
人

とし
て

迎
え

、5
G（

第
5世

代
移

動
通

信
シ

ス
テ

ム
）

時
代

を
想

定
した

模
擬

国
際

仲
裁

を
実

演
す

る
こと

に
よ

り、
国

際
仲

裁
が

SE
Pを

め
ぐる

紛
争

を
どの

よ
うに

解
決

し得
る

の
か

、と
い

った
点

を
具

体
的

に
示

す
。

２
．
２
．
模
擬
国
際
仲
裁

Ra
nd

al
l R

. R
ad

er
 

元
米

国
連

邦
巡

回
控

訴
裁

判
所

首
席

判
事

Kl
au

s 
Ba

ch
er

ド
イ

ツ
連

邦
通

常
裁

判
所

第
10

民
事

部
部

総
括

代
理

判
事

Ro
bi

n 
Ja

co
b 

元
英

国
控

訴
院

判
事

Se
on

g-
So

o 
Pa

rk
 

元
韓

国
水

原
地

方
法

院
部

長
判

事
設

樂
隆

一
元

知
的

財
産

高
等

裁
判

所
所

長
Xi

up
in

g
O

u
元

中
国

広
東

省
高

裁
副

廷
長

模
擬

仲
裁

人

5
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6


知

財
司

法
分

野
に

お
け

る
各

国
間

の
相

互
理

解
の

促
進

、我
が

国
ユ

ー
ザ

ー
等

へ
の

情
報

提
供

の
た

め
、司

法
関

係
者

を
は

じめ
とす

る
関

係
機

関
・団

体
と連

携
して

国
際

シ
ンポ

ジ
ウム

等
を

開
催

。


昨
年

度
は

、「
国

際
知

財
司

法
シ

ン
ポ

ジ
ウム

２
０

１
７

」を
共

催
。弁

護
士

・弁
理

士
・産

業
界

等
の

知
財

関
係

者
の

べ
約

１
，

３
０

０
人

が
参

加
。


今

年
度

は
、日

米
欧

の
知

財
司

法
関

係
者

を
集

め
て

「国
際

知
財

司
法

シ
ンポ

ジ
ウム

20
18

」を
開

催
予

定
。

国
際

知
財

司
法

シ
ン

ポ
ジ

ウム
２

０
１

７
（

３
日

目
集

合
写

真
）

日
本

語
，

英
語

（
日

英
同

時
通

訳
）

日
程

場
所

言
語

登
壇

者

２
０

１
８

年
１

０
月

３
１

日
（

水
）

～
１

１
月

１
日

（
木

）

日
本

，
ア

メ
リカ

，
イ

ギ
リス

，
ドイ

ツ
，

フラ
ン

ス
の

裁
判

官
及

び
弁

護
士

，
日

本
特

許
庁

，
米

国
特

許
商

標
庁

，
欧

州
特

許
庁

の
審

判
官

等

主
催

者
最

高
裁

判
所

，
知

的
財

産
高

等
裁

判
所

，
法

務
省

，
特

許
庁

，
日

本
弁

護
士

連
合

会
，

弁
護

士
知

財
ネ

ット

弁
護

士
会

館
講

堂
「ク

レ
オ

」
東

京
都

千
代

田
区

霞
が

関
１

丁
目

１
番

３
号

国
際

知
財

司
法

シ
ンポ

ジ
ウム

２
０

１
８

３
．

国
際

知
財

司
法

シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム

【特許庁　資料３】



在
外
公
館
に
お
け
る
弁
護
士
を
活
用
し
た
企
業
支
援

委
託
内
容
（
例
）
（
現
地
法
規
制
に
反
し
な
い
範
囲
で
実
施
）

日
本
企
業
を
対
象
と
し
た
無
料
法
律
相
談
会
及
び
セ
ミ
ナ
ー
を
在
外
公
館
等
で
定
期
的
に
実
施

現
地
の
法
令
・
法
制
度
や
そ
の
運
用
に
関
し
て
調
査
し
，
在
外
公
館
に
対
し
報
告
書
を
提
出
（
報
告
書
は
在
外
公
館
に
よ
る
個
々
の
企
業
支
援
や
，

セ
ミ
ナ
ー
等
に
活
用
）

在
外
公
館
が
現
地
政
府
と
交
渉
す
る
際
の
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
（
事
案
の
分
析
・
整
理
等
）

【
平
成

30
年
度
実
施
予
定
公
館
】

11
カ
国

18
公
館

￮
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
（
在
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
大
使
館
・
在
ス
ラ
バ
ヤ
総
領
事
館
・

在
デ
ン
パ
サ
ー
ル
総
領
事
館
）

￮
中
国

（
在
中
国
大
使
館
・
在
青
島
総
領
事
館
・

在
上
海
総
領
事
館
・
在
広
州
総
領
事
館
）

￮
ミ
ャ
ン
マ
ー

（
在
ミ
ャ
ン
マ
ー
大
使
館
）

￮
モ
ン
ゴ
ル

（
在
モ
ン
ゴ
ル
大
使
館
）

￮
タ
イ

（
在
タ
イ
大
使
館
・
在
チ
ェ
ン
マ
イ
総
領
事
館
）

￮
フ
ィ
リ
ピ
ン

（
在
フ
ィ
リ
ピ
ン
大
使
館
）

￮
ケ
ニ
ア

（
在
ケ
ニ
ア
大
使
館
）
，

￮
タ
ン
ザ
ニ
ア

（
在
タ
ン
ザ
ニ
ア
大
使
館
）

￮
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
（
在
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
大
使
館
）

￮
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
（
在
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
大
使
館
・

在
ド
バ
イ
総
領
事
館
）

￮
イ
ラ
ン

（
在
イ
ラ
ン
大
使
館
）

（
赤
字
：
新
規
）

日
本
企
業
の
活
動
を
法
的
側
面
か
ら
支
援
す
る
た
め
，
在
外
公
館
に
お
い
て
，
日
本
の
弁
護
士
等
に
委
託
し
て
，
日
本
企
業
に
対
す

る
法
的
問
題
に
関
す
る
ア
ド
バ
イ
ス
や
，
現
地
の
法
令
，
法
制
度
等
に
つ
い
て
の
調
査
・情
報
提
供
等
の
業
務
を
実
施
し
て
い
る
。

実
施
対
象
公
館
は
，
進
出
し
て
い
る
中
小
企
業
が
多
く
，
ニ
ー
ズ
が
あ
る
地
域
の
公
館
の
中
か
ら
選
定
し
て
い
る
。

平
成

30
年

5月
17
日
外
務
省

【
平
成

29
年
度
実
施
公
館
】

11
カ
国

15
公
館

￮
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
（
在
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
大
使
館
・
在
ス
ラ
バ
ヤ
総
領
事
館
・

在
デ
ン
パ
サ
ー
ル
総
領
事
館
）

￮
中
国

（
在
中
国
大
使
館
・
在
青
島
総
領
事
館
）

￮
ミ
ャ
ン
マ
ー

（
在
ミ
ャ
ン
マ
ー
大
使
館
）

￮
モ
ン
ゴ
ル

（
在
モ
ン
ゴ
ル
大
使
館
）

￮
タ
イ

（
在
タ
イ
大
使
館
・
在
チ
ェ
ン
マ
イ
総
領
事
館
）

￮
フ
ィ
リ
ピ
ン

（
在
フ
ィ
リ
ピ
ン
大
使
館
）

￮
ケ
ニ
ア

（
在
ケ
ニ
ア
大
使
館
）
，

￮
タ
ン
ザ
ニ
ア

（
在
タ
ン
ザ
ニ
ア
大
使
館
）

￮
エ
ジ
プ
ト

（
在
エ
ジ
プ
ト
大
使
館
）

￮
モ
ー
リ
タ
ニ
ア
（
在
モ
ー
リ
タ
ニ
ア
）

￮
ロ
シ
ア

（
在
ロ
シ
ア
大
使
館
）

（
金
字
：

30
年
度
継
続
な
し
）

【外務省経済局　資料４】



◎
A
S
E
A
N

諸
国

等
に

対
す

る
法

制
度

整
備

支
援

の
主

な
取

組

◎
事

業
の

概
要

平
成

２
９

年
度

法
制

度
整

備
支

援
事

業
実

施
状

況

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

共
和

国
【
現

在
の
取
組
】
JIC

A「
ビ
ジ
ネ
ス
環
境
改
善
の
た
め
の
知
的
財
産
権

保
護
・
法
的
整
合
性
向
上
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

・
法
的
整
合
性
向

上
，
知
財
保
護
体
制
強
化
な
ど

カ
ン

ボ
ジ

ア
王

国
【
現

在
の
取
組
】
JIC

A「
民
法
・
民
事
訴
訟
法
運
用
改
善

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

・
不

動
産
登
記
法
起
草
，
書
式
例
作
成
，
判
決
書
公
開
な
ど

ベ
ト
ナ

ム
社

会
主

義
共

和
国

【
現

在
の
取
組
】
JIC

A「
20

20
年
を
目
標
と
す
る
法
･司

法
改
革
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

・
法

令
相
互
の
不
整
合
の
抑
制
・
是
正
，
法
令
の
適
切
な
理
解
と
統
一
的
な
運
用
・

適
用

の
実
現
，
民
事
紛
争
解
決
に
資
す
る
法
令
の
起
草

支
援
な
ど

ラ
オ

ス
人

民
民

主
共

和
国

【
現

在
の
取
組
】
JIC

A「
法
律
人
材
育
成
強
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
フ
ェ
ー
ズ
２
」

・
民
法
起
草
，
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
作
成
，
人
材
育
成
支
援
な
ど

ミ
ャ

ン
マ

ー
連

邦
共

和
国

【
現

在
の
取
組
】
JIC

A「
ミ
ャ
ン
マ
ー
法
整
備
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

・
知
財
裁
判
制
度

，
民
事
調
停
制
度
構
築
支
援
，
人
材
育
成
支
援

バ
ン

グ
ラ

デ
シ

ュ
人

民
共

和
国

【
現

在
の
取
組
】
JIC

A国
別
研
修

・
司
法
機
関
職
員
の
能
力
向
上
等

【
実

施
内
容
】

・
本

邦
研

修
：
判

例
制
度
等
（
５
月
，
裁
判
所
），

不
良

債
権
処

理
・
登
記

等
（７

月
，
首

相
府

）
，
民

事
判

決
執

行
等
（１

１
月
，
司
法
省
）

・
現

地
調

査
，
現
地
セ
ミ
ナ
ー
：
財
産
登
記
制
度
（
４
月
）
，
判
例

制
度
（
９
月
）

家
庭
裁
判
所
制
度
（
１
０
月

）
，
和

解
・調

停
制
度

（
H
3
0
年

３
月

）

【
実

施
内
容
】

・
本

邦
研

修
：
知
財
制
度
強
化
，
法
的
整
合
性
向
上
（
７
月
，
１
１
月
，
Ｈ
3
0
．

２
月

）
・

現
地

セ
ミ
ナ
ー
：
法
的
整
合
性
向
上
（
６
月
）
，
知
財
制
度
（
Ｈ
3
0
年
１
月
）

【
実

施
内
容
】

・
本

邦
研

修
：
民
事
経
済
法
（
８
月
）
，
教
育
・
研
修

改
善
（
1
2
月
）
，
民
法

（
３
月

）

・
現

地
セ
ミ
ナ
ー
：
教
育
研
修
・
改
善
（
６
月
）
，
刑
事

法
（
Ｈ
3
0
年
２
月
）
等

・
域
内
格
差
是
正
の
た
め
の
メ
コ
ン
諸
国
に
対
す
る
現
地
セ
ミ
ナ
ー
等

（
ベ
ト
ナ
ム
，
カ
ン
ボ
ジ
ア
，
ラ
オ
ス
，
ミ
ャ
ン
マ
ー
）

・
知
財
分
野
を
始
め
と
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
関
係
法
令
整
備
の
た
め
の
現
地
セ
ミ
ナ
ー
，
招
へ
い
に
よ
る
共
同
研
究
等

（
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
，
ミ
ャ
ン
マ
ー
等
）

【
実

施
内
容
】

・
現

地
セ
ミ
ナ
ー
：
契
約
（
８
月
）
，
遺
産
分
割
（
Ｈ
3
0
年
１
月

），
離

婚
・
夫

婦
共

有
財
産

制
・
訴

え
の

種
類

（
Ｈ
3
0
年
３
月
）

【
実

施
内
容
】

・
本

邦
研

修
：
経
済
関
連
法
（
６
月
）
，
知
財
関
連
法
（
11
月
）
，
証
拠
法
及
び
科

学
的

証
拠

（
H
3
0
年
３
月
）

・
招

へ
い
に
よ
る
共
同
研
究
：
不
動
産
制
度
共
同
研
究
（
8
月
）

・
現

地
セ
ミ
ナ
ー
：
知
財
裁
判
制
度
（
８
月
，
10
月
，
Ｈ
3
0
年
２
月
）
，

和
解
・
調
停
制
度
（
４
月
，
Ｈ
3
0年

３
月
）

【
実

施
内

容
】

・
本

邦
研

修
：
訴
訟
外
紛
争
解
決
手
続
（
AD

R）
等
（
1
2
月
）

【法務省法務総合研究所　資料５】
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実
施

日
種

類
場

所
概

要
対

象
者

人
数

備
考

H
2
9
.8
.2
1
～
2
5
現

地
セ
ミ
ナ
ー

ミ
ャ
ン
マ
ー

ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
グ
ル
ー
プ
（A

G
）
の
有
識
者
を
招
き
，
知
財
関
係
の
教
科
書

（
新
任
裁
判
官
向
け
／
知
財
事
件
担
当
裁
判
官
向
け
）作

成
に
向
け
た
議
論
，

知
的
財
産
法
案
が
成
立
し
た
後
に
，
知
財
関
係
紛
争
を
取
り
扱
う
裁
判
所
に

お
い
て
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
等
に
つ
い
て
議
論
。

連
邦
最
高
裁
判
所
職
員

約
2
0
名

A
G
は

，
弁

護
士

（
元

知
的

財
産

高
等

裁
判

所
裁

判
官

）
，
大

学
教

授
，
弁

護
士

（
大

手
渉

外
事

務
所

）
，
特

許
庁

職
員

，
文

化
庁

職
員

，
法

務
省

職
員

を
メ
ン

バ
ー
と
し
て
結

成
。

H
2
9
.1
0
.1
9
～

2
0

現
地
セ
ミ
ナ
ー

ミ
ャ
ン
マ
ー

Ａ
Ｇ
の
有
識
者
を
招
き
，
知
財
関
係
の
教
科
書
（
新
任
裁
判
官
向
け
/
知
財
事

件
担
当

裁
判
官
向
け
）
作
成
，
模
擬
事
例
を
用
い
て
実
際
に
裁
判
を
す
る
際

に
留
意

す
べ
き
点
等
に
つ
い
て
議
論
。

連
邦
最
高
裁
判
所
職
員

約
2
0
名

H
2
9
.1
0
.2
9
～

1
1
.1
1

本
邦
研
修

東
京

横
浜

同
時
期
に
最
高
裁
，
知
財
高
裁
，
特
許
庁
，
日
弁
連
，
弁
護
士
知
財
ネ
ッ
ト
と

共
催
に
よ
り
行
わ
れ
た
国
際
知
財
司
法
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
J
-S

IP
）
2
0
1
7の

傍
聴
，
知

財
高
裁
訪
問
・
意
見
交
換
等
を
通
じ
て
，
日
本
及
び
ア
ジ
ア
諸
国
に
お

け
る
知
財
紛
争
解
決
シ
ス
テ
ム
を
概
観
。
商
標
権
侵
害
事
案
等
を
通
じ
た
講

義
に
よ
り
知
財
紛
争
実
務
上
の
論
点
に
つ
き
議
論
。
税
関
に
お
け
る
模
倣
品

水
際
対
策
の
現
状
や
民
間
企
業
の
知
財
戦
略
な
ど
に
つ
い
て
知
見
を
提
供
。

連
邦
最
高
裁
判
所
職
員
，
連

邦
法
務
長
官
府
職
員
，
連
邦

議
会
議
員
，
教
育
省
職
員

1
5
名

H
3
0
.2
.2
1
～
2
3
現
地
セ
ミ
ナ
ー

ミ
ャ
ン
マ
ー

Ａ
Ｇ
の
有
識
者
を
招
き
，
T
R
IP
S
協
定
の
内
容
及
び
そ
れ
に
よ
り
要
求
さ
れ
る

国
際
水

準
，
権
利
侵
害
に
対
す
る
事
前
差
止
制
度
及
び
そ
の
運
用
な
ど
，
知

的
財
産

法
制
定
後
に
必
要
と
な
る
最
高
裁
規
則
の
制
定
に
向
け
た
課
題
に

つ
い
て
議
論
。

連
邦
最
高
裁
判
所
職
員
，
連

邦
法
務
長
官
府
職
員
，
連
邦

議
会
議
員
，
議
員
秘
書
，
教

育
省
職
員
，
警
察
職
員
，
税

関
職
員

約
5
0
名

ミ
ャ
ン
マ
ー
知
的
財
産
関
係
活
動

【法務省法務総合研究所　資料５】
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実
施

日
種

類
場

所
概

要
対

象
者

人
数

備
考

H
2
9
.6
.5
～
6
.9

現
地
セ
ミ
ナ
ー

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

京
都
大
学
大
石
眞
名
誉
教
授
等
を
講
師
に
招
き
，
日
本
の
立
法
過
程

や
法
律
と
条
例
の
関
係
に
関
す
る
講
義
を
実
施
。

法
務
人
権
省
法
規
総
局

職
員

約
5
0
名

H
2
9
.7
.2
5
～
8
.4

本
邦
研
修

東
京
・
大
阪

衆
議
院
法
制
局
，
文
化
庁
，
早
稲
田
大
学
，
大
阪
市
等
へ
の
訪
問
（
関

係
者
か
ら
の
講
義
・
説
明
）

法
務
人
権
省
法
規
総

局
・
同
省
知
財
総
局
職

員
等

1
4
名

H
2
9
.1
1
.2
4
～
1
2
.1

本
邦
研
修

東
京

内
閣
法
制
局
，
筑
波
大
学
大
学
院
，
法
律
事
務
所
等
へ
の
訪
問
（関

係
者
か
ら
の
講
義
・
説
明
）

法
務
人
権
省
法
規
総
局

職
員
等

1
7
名

H
3
0
.1
.2
2

シ
ョ
ー
ト
コ
ー
ス

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

知
財
概
要
、
知
財
に
関
連
す
る
刑
事
事
件
の
概
要
、
商
標
権
及
び
意

匠
権
等
に
関
す
る
講
義
を
実
施
。

裁
判
所
職
員

約
3
0
名

H
3
0
.2
.1
2
～
2
4

本
邦
研
修

東
京

Ａ
Ｇ
の
有
識
者
等
に
よ
る
講
義
の
ほ
か
，
知
財
高
裁
，
東
京
地
裁
知
的

財
産
権
部
，
税
関
等
へ
の
訪
問
を
実
施
。

裁
判
所
職
員

1
4
名

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
知
的
財
産
関
係
活
動

【法務省法務総合研究所　資料５】
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◎
A
S
E
A
N

諸
国

等
に

対
す

る
法

制
度

整
備

支
援

の
主

な
取

組

◎
事

業
の

概
要

平
成

３
０

年
度

法
制

度
整

備
支

援
事

業
実

施
予

定

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

共
和

国

【
今

年
度
の
実
施
予
定
】

・
法
務
人
権
省
や
裁
判
所
等
を
対
象
と
す
る
法
的
整
合
性
向
上
，
知
財
保
護

体
制
強
化
な
ど
に
関
す
る
本
邦
研
修
，
現
地
セ
ミ
ナ
ー
等
を
引
き
続
き
実
施
す
る
。

カ
ン

ボ
ジ

ア
王

国

【
今

年
度
の
実
施
予
定

】

・
不
動
産
登
記
法
等
民
事
関
連
法
令
の
起
草
，
民
事
法
の
運
用
に
必
要
な
書
式
例
等
の
作
成
，

判
決

書
公
開
等
に
向

け
て
，
現
地
セ
ミ
ナ
ー
等
を
引
き
続
き
実
施
す
る
。

ベ
ト
ナ

ム
社

会
主

義
共

和
国

【
今

年
度
の
実
施
予
定

】

・
司

法
省
，
裁
判
所
等
を
対
象
と
す
る
人
材
育
成
，
制
度
整
備
に
関
す
る
本
邦
研
修
，
現
地
セ
ミ

ナ
ー
等
を
引
き
続
き
実
施
す
る
。

・
特

に
，
司
法
省
は
，
社
会
主
義
的
市
場
経
済
の
整
備
に
向
け
た
財
産
権
保
護
，
契
約
並
び
に
裁

判
外

民
事
紛
争
解
決

措
置
の
整
備
及
び
財
産
登
記
制
度
の
整
備
等
を
推
進
す
る
予
定
で
あ
る
こ

と
か

ら
，
こ
れ
ら
に
関

す
る
現
地
調
査
等
を
実
施
す
る
。

ラ
オ

ス
人

民
民

主
共

和
国

【
今

年
度
の
実
施
予
定
】

・
新
民
法
制
定
，
捜
査

段
階
Ｑ
＆
Ａ
集
改
訂
版
の
普
及
，
法
曹
養
成
・
人
材
育
成
な
ど
を
テ
ー
マ
に

し
た
本
邦
研
修
，
現
地
セ
ミ
ナ
ー
等
を
引
き
続
き
実
施
す
る
。

ミ
ャ

ン
マ

ー
連

邦
共

和
国

【
今

年
度
の
実
施
予
定
】

・
連
邦
法
務
長
官
府
や
連
邦
最
高
裁
判
所
等
を
対
象
と
す
る
人
材
育
成
，

法
案
起
草
・審

査
支
援
に
関
す
る
本
邦
研
修
，
現
地
セ
ミ
ナ
ー
等
を
引
き
続
き
実
施
す
る
。

・
特
に
，
今
年
度
中
に
知
的
財
産
関
連
法
の
成
立
が
見
込
ま
れ
る
と
こ
ろ
，
知
財
紛
争
を

扱
う
裁
判
所
に
お
け
る
実
務
的
課
題
（
仮
差
止
め
や
損
害
賠
償
請
求
等
）を

テ
ー
マ
と
す

る
現
地
セ
ミ
ナ
ー
等
を
引
き
続
き
実
施
す
る
。

・
ま
た
，
民
事
調
停

制
度
の
試
験
的
導
入
に
向
け
た
法
令
起
草
及
び
運
用
支
援
の
た
め

の
現
地
セ
ミ
ナ
ー
等
を
引
き
続
き
実
施
す
る
。

バ
ン

グ
ラ

デ
シ

ュ
人

民
共

和
国

【
今

年
度
の
実
施
予
定
】

・
司
法
機
関
職
員

の
能
力
向
上
等
に
向
け
て
，
現
地
セ
ミ
ナ
ー
及
び
本
邦
研

修
を
実
施
す
る
。

・
域
内
格
差
是
正
の
た
め
の
メ
コ
ン
諸
国
に
対
す
る
現
地
セ
ミ
ナ
ー
等

（
ベ
ト
ナ
ム
，
カ
ン
ボ
ジ
ア
，
ラ
オ
ス
，
ミ
ャ
ン
マ
ー
）

・
知

財
分
野
を
始
め
と
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
関
係
法
令
整
備
の
た
め
の
現
地
セ
ミ
ナ
ー
，
招
へ
い
に
よ
る
共
同
研
究
等

（
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
，
ミ
ャ
ン
マ
ー
等
）
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日
本

の
法

曹
有

資
格

者
に
よ
る
日

本
企

業
（
特

に
中

小
企

業
）
の

支
援

の
方

策
等

を
検

討
す
る

た
め
の

調
査

研
究

○
日

本
企

業
の
海
外
展
開
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化

に
伴
い
増

加
傾
向

→
特

に
ア
ジ
ア
新
興
国
を
中
心
に
法
制

度
や
運

用
の
不

備
が
ビ
ジ
ネ
ス
リ
ス
ク
に
。

○
法

曹
有

資
格
者
を
，
日
本
企
業
が
多

く
進

出
し
，
ま
た
は
今

後
の
進

出
が
見

込
ま
れ
る
ア
ジ
ア
新
興
国
に
派
遣

平
成

３
０
年
度
は
，
マ
レ
ー
シ
ア
に
お
け
る
調
査

を
実

施
す
る
と
と
も
に
，
既

に
調

査
が
終
了
し
て
い
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
つ
い
て
も
，
調
査
結
果
を

ア
ッ
プ
デ
ー
ト
す
る
た
め
の
調
査
を
実

施
。

※
平

成
２
９
年
度
は
２
か
国
（ミ

ャ
ン
マ
ー
，
イ
ン
ド
）に

お
け
る
調

査
を
実

施
し
，
既
に
調

査
が
終

了
し
て
い
る
３
か
国
（
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
，
タ
イ
，
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
）
の
調
査
結
果
を
ア
ッ
プ

デ
ー
トす

る
た
め
の
調
査
を
実
施
。

○
現

地
に
お
け
る
調
査
方
法


現
地
法
令
等
の
文
献
調
査
，
現
地
当
局
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ


J
E
T
R
O
等
の
現
地
関
係
機
関
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
，
現
地
日
本
企
業
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
・ア

ン
ケ
ー
ト・
セ
ミ
ナ
ー
等
の
実
施

「経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
2
0
1
7
」に

お
い
て
も
法

曹
等

専
門

家
の
海

外
派

遣
等
に
よ
る
企
業
へ
の
法
的
側
面
支
援
を
行
う
と
さ
れ
て

い
る
。

問
題

点
・
現

状

調
査
委

託
の
方

法
等

効
果

○
直

面
し
や
す
い
法
的
問
題
の
実

態
○

法
的
問
題
に
対
す
る
対
応
の
在
り
方

○
現

地
関
係
機
関
と
の
連
携

等
の
情

報
を
共
有
。
事
業
展
開
の
足

が
か
り
に
。

○
現

地
法

制
度
や
そ
の
運
用
上
の
留
意
点

○
現

地
に
お
け
る
日
本
の
法
曹
有
資
格
者
の
活
動
規
制

○
日

本
企

業
に
よ
る
法
的
支
援
の
ニ
ー
ズ
の
実
情

等
の
情

報
を
共

有
。
海
外
展
開
の
き
っ
か
け
に
。

日
本

企
業
（
特
に
中
小
企
業
）

現
地

で
の
活

躍
を
目
指
す
法
曹
有
資
格
者

日
本

企
業
が
直
面
す
る
法
的
リ
ス
ク
の
実
情

等
を
把

握
す
る
必

要

調
査
結
果
を
公
開
し
，
日
本
企
業

と
情

報
共
有

を
進

め
る

【法務省大臣官房司法法制部　資料６】

1



日
本

の
法

制
度

の
情

報
発

信
に
関

す
る
政

府
の

取
組

み
（
法

令
外

国
語

訳
）
に
つ
い
て

「
グ
ロ
ー
バ

ル
化

す
る
世

界
で
，
我
が
国

の
法
令

が
容
易

か
つ
正
確

に
理
解
さ
れ

る
こ
と
は

極
め
て
重

要
で
あ
り
，
そ

の
た
め
に
は

，
我

が
国

の
法

令
が

外
国

語
に
適

切
に
翻

訳
さ
れ

，
そ
の

翻
訳

を
容

易
に
利

用
し
得

る
こ
と
が

必
要

不
可

欠
で
あ
る
。
」
（
「
最
終
報
告
」
平
成
１
８
年

３
月
２
３
日
法
令
外
国
語
訳
・
実
施
推
進
検
討
会
議
）

法
令

外
国

語
訳

の
仕

組
み

①
関

係
各

省
庁

関
係

省
庁

連
絡

会
議

に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
翻
訳
計

画
に
基

づ
き
，
所

管
法

令
に
つ
き
，
翻

訳
原

案
を
作

成

②
法

務
省

各
省
庁

か
ら
提

出
を
受

け
た
翻

訳
原
案
を
，
公

開
に

耐
え
う
る
品

質
の

確
保

と
い
う
観

点
か

ら
，
標

準
対

訳
辞

書
の

活
用

，
ネ
イ
テ
ィ
ブ
チ
ェ
ッ
ク
等

に
よ
る
検

査

③
関

係
各

省
庁

法
務
省

の
品

質
検

査
を
受

け
て
，
法

令
翻

訳
を
完

成
，

法
務

省
に
提

出
⇒

法
務

省
は

専
用

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公

開

専
用
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
，

公
開
し
て
い
る
法
令
数
：
６
４
３
法
令

ア
ク
セ
ス
状
況
：
一
日
平
均
1
0
0
,0
0
0
件

⇒
世

界
８
６
以
上
の
国
や
地
域
か
ら
ア
ク
セ
ス
あ
り

ア
ク
セ
ス
の
多
い
上
位
１
０
法
令

（
過
去
一
年
）

※
デ
ー
タ
は
い
ず
れ
も
平
成
３
０
年
４
月
末
現
在

法
令

外
国

語
訳

の
現

状

法
令
外
国

語
訳
推
進
会
議

検
査
の
結
果
を
基
に
，

標
準
対
訳
辞
書
を
改
善

1
会

社
法

（
第

一
編

第
二
編

第
三

編
第

四
編
）

2
資

産
の

流
動
化

に
関
す
る
法

律
施

行
規
則

3
金

融
商

品
取
引

法

4
特

許
法

5
民

法
（
第

一
編
第

二
編
第

三
編

）

6
会

社
法

施
行
規

則

7
金

融
商

品
取
引

業
等
に
関

す
る
内

閣
府
令

8
刑

法

9
会

社
法

（
第

五
編

第
六
編

第
七

編
第

八
編
）

1
0

医
薬
品

、
医

療
機

器
等

の
品
質

、
有
効

性
及
び
安
全

性
の

確
保
等

に
関

す
る
法
律
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●
中

短
期

工
程

表
「
海
外
の
成
長
市
場
の
取
り
込
み
」

○
対

内
直

接
投

資
の
促
進
体
制
強
化

対
日

直
接

投
資

推
進
会
議
に
お
い
て
・
・・
日
本
法
令
の
外

国
語
訳
拡
充
の
促
進

等
を
内

容
と
す
る
「
政

策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
」
を
決
定
。
「政

策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
」
に
定
め
ら
れ
た

各
施

策
に
つ
い
て
，
担
当
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
省
庁
が
速
や
か
に
か
つ
着
実
に
実
施

未
来

投
資

戦
略
２
０
１
７

（
H2

9.
6.
9

閣
議

決
定
）

●
外

国
企

業
進
出

の
障
害
と
な
っ
て
い
る
課

題
の

解
決

方
策

○
日

本
法

令
の
外
国
語
訳
の
拡
充

政
省

令
，
告

示
，
通
達
等
を
含
め
た
法
令
に
つ
い
て
，
高

品
質
を
維
持

す
る
た
め
の
チ
ェ
ッ
ク
体

制
を
構
築

し
つ
つ
，
２
０
２
０
年
度
ま
で
に
新
た
に
５
０
０
以
上
の
法
令
の
外
国

語
訳

を
公

開
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

グ
ロ
ー
バ
ル
・
ハ
ブ
を
目
指
し
た
対
日
直
接
投
資
促
進
の
た
め
の
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ

（
H2

8.
5.
20

対
日

直
接
投
資
推
進
会
議
決
定
）

法
令

外
国

語
訳

を
と
り
ま
く
情

勢
20

17

●
成

長
戦

略
の
加

速
等

○
対

日
直

接
投
資
の
促
進

日
本

法
令

の
外
国
語
訳
を
引
き
続
き
推
進
す
る
。

経
済

財
政

運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
２
０
１
７
（
骨

太
の

方
針

）

（
H2

9.
6.
9

閣
議

決
定
）

●
知

財
シ
ス
テ
ム
基

盤
の
整
備

○
知

財
紛

争
処

理
に
関
す
る
情

報
公
開
・
海
外
発
信

我
が

国
の

知
財

関
係
等
の
法
令
の
透
明
性
を
高
め
，
我
が
国
の
企
業
が
知
的
財
産

を
武

器
に
国

際
的

な
事
業
活
動
を
円
滑
に
行
え
る
ビ
ジ
ネ
ス
環
境
を
整
備
す
る
た
め
，

ニ
ー
ズ
も
踏

ま
え
つ
つ
，
我
が
国
の

知
財
関
係
等
の
法
令
の
高
品
質

な
英
訳
の
迅
速

な
作

成
・
公

開
を
推

進
し
，
海
外
発
信
す
る
。

知
的

財
産
推
進
計
画
２
０
１
７

（
H2

9.
5.
16

知
的

財
産
戦
略

本
部
決
定
）

●
企

業
の

グ
ロ
ー
バ
ル
競
争
力
強
化
に
向
け
た
官

民
連

携
の

推
進

○
イ
ン
フ
ラ
海

外
展
開
の
た
め
の
法
制
度
等
ビ
ジ
ネ
ス
環

境
整

備

我
が

国
の
ビ
ジ
ネ
ス
関
係
法

令
の
高
品
質
な
英
訳

を
迅

速
に
作

成
し
，
こ
れ
を
法

制
度

整
備

支
援

を
展
開
す
る
際
に
相
手
国
ニ
ー
ズ
に
応

じ
て
提

供
す
る
ほ

か
，
こ

の
よ
う
な
英

訳
を
海
外
に
発
信
す
る
こ
と
を
通
じ
・
・・
我

が
国
企

業
が
国

際
競
争

力

を
強

化
す
る
前

提
と
な
る
情
報
基
盤
を
整
備

イ
ン
フ
ラ
シ
ス
テ
ム
輸
出
戦
略
（
平
成
２
９
年
度

改
訂

版
）

（
H2

9.
5.
29

経
協

イ
ン
フ
ラ
戦
略
会
議

決
定

）
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1

国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策

１ 国際仲裁の活性化の意義・目的及び我が国の現状

（１） 国際仲裁とは、国際的な取引等を巡る紛争の解決について、当事者が

選任した第三者（仲裁人）の判断に委ねる紛争解決制度であり、「外国仲

裁判断の承認及び執行に関する条約」により大多数の国において外国で

の仲裁判断の執行が可能であること、仲裁手続や判断が非公開であるこ

と、司法の廉潔性に懸念のある国の司法制度の利用を回避することが可

能となることといった、裁判では実現できない大きなメリットを有して

おり、グローバル化が進む社会における国際的な紛争を解決する手段と

して、その有用性が増してきている。

国際仲裁の件数は世界的に増加し、国際仲裁の活性化に積極的に取り

組んでいるアジアの諸外国においても、例えばシンガポールのＳＩＡＣ

においては新規取扱件数が直近１０年間で４倍近くとなるなど、取扱件

数が増加している。

（２） しかしながら、我が国内における国際仲裁の取扱件数は、依然として

低調に推移している。その原因としては、国内の企業等における国際仲

裁の意義・有用性等に関する理解が十分ではないこと、国際仲裁に精通

した人材の不足、世界的に著名な仲裁機関や仲裁専門施設の不存在、海

外へのマーケティング不足等といった点が指摘されている。

（３） 我が国において、国際的な紛争の解決手段としてグローバルスタンダ

ードとなっている国際仲裁を活性化することは、国益に資するものであ

り、大きな意義を有する。

すなわち、①日本国内企業による国際仲裁の利用が活性化することに

より、日本国内における国際仲裁を利用した紛争解決というオプション

が増え、海外企業等との契約交渉の段階から、将来、紛争となった場合

の解決策の一つとして国際仲裁の利用を念頭に置いて交渉に臨むことが

可能となるとともに、実際に海外進出した日本企業が国際紛争に巻き込

まれた場合においても、仲裁を選択肢の一つとして法的紛争に的確に対

処することが可能となる。このように、国際仲裁の活性化は、企業にお

いて契約の交渉段階から紛争に発展する可能性をも見据えて対処し、海

外進出に伴う法的・経済的リスクを低減させ日本企業の海外展開を促進

するための環境整備に資する重要な取組である。

    また、②外国の当事者同士による国際仲裁、いわゆる第三国仲裁の我

が国での実施が活性化することにより、我が国が国際仲裁センターとし

て国際的に認知されることとなり、司法分野における我が国の国際的プ

レゼンスが高まる。また、外国から当事者、当事者代理人、仲裁人、証
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人等多数の関係者が日本を訪れ、相当期間にわたって滞在することによ

る経済効果も見込まれる。

そして、双方のアプローチにより日本国内の国際仲裁が活性化するこ

とにより、日本の国際紛争解決のためのインフラ整備に対する国際的信

用性が高まり、海外から幅広く投資を呼び込み、我が国の経済成長にも

貢献し得ると考えられる。

（４） もっとも、国際仲裁は民間を主体とする紛争解決手続であり、仲裁判

断の中立性・公平性を阻害することのないよう、国際仲裁の活性化のた

めの基盤整備に当たっても、民間の主体的な取組みを踏まえて、効果的

な官民連携の在り方を模索していく必要がある。

（５） アジア諸国（シンガポール、香港、韓国、マレーシア等）が国際紛争

解決のハブ化を目指して政府又は地方自治体が振興策を投入し、利用件

数増加の成果を挙げていることを踏まえれば、我が国においても、国際

的な紛争解決のアジアにおける中核と位置付けられることも視野に入れ、

政府として、国際仲裁の活性化のための総合的な基盤整備を早急に進め

る必要がある。

２ 基盤整備に関する取組

（１） 関係省庁及び関係諸機関における国際仲裁の各種情報、情勢及びトレ

ンドの把握

① 各省庁及び各機関が把握している最新の国際仲裁に関する情報の集

約【法、外、スポ庁、経産、国交】

   ② 海外の仲裁実施機関の手続、運営状況についての調査及び研究【法、

外、スポ庁、経産、国交】

   ③ 国際仲裁の活性化に向けた民間との情報共有の在り方の検討【法、

外、スポ庁、経産、国交】

（２） 人材育成

① 国際仲裁を熟知した人材の育成

ア 各国の国際仲裁人材の育成状況の調査及び研究

イ 国内外で開催される外国仲裁機関による国際仲裁に関するセミナ

ー、シンポジウム等への積極的参加、パリの ICC、シンガポールの SIAC、

米国の AAA、ロンドンの LCIA 及び香港の HKIAC あるいはスポーツ仲

裁裁判所（CAS）等といった海外の著名な仲裁実施機関ないし国際仲

裁専門チームを擁する海外の法律事務所への法曹実務家及び個々の

業界で実務経験を有する専門家等の政府等による派遣（実習型の調査

研究を目的とする長期派遣を含む。）を、関係する仲裁実施機関ない

し団体を含め官民連携して検討。官民連携の下で国際仲裁の活性化を
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目指すにあたり、仲裁実施機関の独立性を確保する観点から、政府の

関与の在り方について、各国の動向を調査研究する。【法、スポ庁、

経産、国交】

ウ 国際仲裁に対応できる人材の一層の拡充に向けて、大学、法科大

学院及び将来的には我が国の仲裁実施機関等における国際仲裁を含

む国際紛争解決に関する教育を実施するための方法（派遣の成果に基

づく学生、企業への教育の在り方、国際仲裁教育の担い手となり得る

海外の実務家の招聘等を含む。）について検討を開始する。（なお、英

語で仲裁を執り行える人材の育成という観点も重要）【法、スポ庁、

経産、国交】

② 事務局スタッフ・周辺人材の育成

国際仲裁の活性化には、仲裁人・仲裁代理人のみならず、仲裁機関

事務局のスタッフを始めとする周辺人材の育成も求められる。この点

にかかる具体的な施策として、以下のものが考えられる。

・ 各仲裁実施機関がそれぞれ実施している人材育成プログラム等を

踏まえ、各実施機関の連携や、海外の仲裁実施機関との連携も含め、

効果的かつ迅速な人材育成の在り方について検討し、情報を共有【法、

スポ庁、経産、国交】

・ 海外の仲裁実施機関への人材の派遣、海外の教育者の招聘等、【法、

スポ庁、経産、国交】

③ 専門分野の知見を有する仲裁人材の育成等

我が国においても様々な分野の紛争対応ニーズが想定されることを踏

まえ、求められる専門分野を検討・抽出し、当該専門分野の仲裁活性

化を図るための人材育成等の方策を検討【法、知財、スポ庁、経産、

国交】

（３） 関連法制度の見直しの要否の検討

   契約当事者が仲裁地を選択する際、その国の法制度の在り方は重大な

関心事であり、最新の国際水準に見合った法制度を備えていることは国

際仲裁活性化の重要な要素となる。

こうした観点から、見直しの要否を検討すべき法制度としては次のも

のが考えられる。

・ 我が国の仲裁法は、国際商事仲裁モデル法に準拠して平成１５年に

整備されたものであり、その内容は国際的な動向に照らして遜色のな

いものと評価し得るものであるが、モデル法が平成１８年に一部改正

されていることを踏まえ、諸外国の法制を調査研究するなどして、そ

の見直しの要否を検討【法】。

・ 国際・国内を問わずワンストップで仲裁に関与することができる、
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日本弁護士と外国法事務弁護士の共同法人の設立を可能とする制度の

速やかな実現に向けた検討

・ 外国法事務弁護士等の仲裁の関与については、現行の外国弁護士に

よる法律事務の取扱いに関する特別措置法上、一定の場合に国際仲裁

事件の仲裁代理が認められているところであるが、実務の更なる実態

把握や諸外国の法制を調査研究するなどして、外国法事務弁護士等の

仲裁に関与し得る範囲の更なる明確化やその見直しの要否を検討【法】

（４） 施設の整備

仲裁施設整備は、仲裁の実務に携わる仲裁実施機関や仲裁人等の実務

家を中心とした民間を主体として取り組むべきものであるところ、そう

した民間における取組を踏まえ、政府としての支援の在り方を検討する。

・ 国際仲裁活性化のエンジンとなりうるような人材育成、広報、意識

啓発等の拠点を形作る。その一つとして、民間主体で一般社団法人日

本国際紛争解決センターが設立されたことに着目し、大阪中之島合同

庁舎を活用した取組をパイロットプロジェクトとして進める【法】

・ 施設整備に関する諸外国の取組と効果について調査・分析を行う【法、

外、スポ庁、経産、国交】

・ 国際仲裁の活性化に向けて活用しうる会議室等の既存施設の有効活

用の可能性について、関係自治体等と協力・連携の上、検討を進める

とともに、都市計画決定権者であるオブザーバー団体に対し、都市再

生特別地区による都市計画制度等を活用した施設整備の検討を要請す

る【法、外、スポ庁、経産、国交】

・ 上記の人材育成、広報、意識啓発等のパイロットプロジェクトにつ

いて、施設の活用状況、同センターの運営に係る課題等を共有し、支

援の在り方等を検証する【法、外、スポ庁、経産、国交】

・ パイロットプロジェクトの実施状況及びその検証結果を踏まえて、

恒久的な施設整備の可能性及び在り方について検討する【法、外、ス

ポ庁、経産、国交】

３ 日本企業等を当事者とする国際仲裁の活性化に向けた取組

（１） 国内外の意識啓発・広報

既に国際仲裁を利用している大企業においても、日本を仲裁地とする

ことを始め、仲裁を更に利用するための方策が必ずしも十分ではない可

能性があること、中小企業においては、そもそも国際仲裁が認知されて

いない可能性があることを踏まえ、国内外の企業等への国際仲裁を利用

すること及び日本を仲裁地とすることのメリットなどについての意識啓

発・広報が重要であると考えられるところ、具体的には、以下の取組を

進める。
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・ 各仲裁実施機関のシンポジウム等とともに、企業関係者や経済団体、

弁護士、各種スポーツ関係団体等に対する仲裁の意義や、各業界の商

習慣や契約実態に応じた紛争解決条項の定め方のノウハウ等について

の啓発・広報の取組を強化【法、スポ庁、経産、国交】

・ 海外展開する日本企業が直面する国際紛争に対して適切に対応する

ことができるよう、このような企業に対する紛争解決条項のノウハウ

等についての周知や相談を実施【法、外、経産】

・ 効果的な広報戦略として、仲裁実施機関における英語等外国語での

情報発信をする方策を検討【法、スポ庁、経産、国交】

・ 国際仲裁に関連する海外における会議、シンポジウム等に政府関係

者が出席する際、日本の仲裁制度、仲裁実施機関の実情を紹介【法、

外、スポ庁、経産、国交】

・ 相手方になり得る企業等が多く存在する国（日本企業が比較的多く

進出している国、及び日本企業の国際取引における商流の経由する地

が属する国）の経済団体、法律事務所等をターゲットとした広報の在

り方を検討【法、外、スポ庁、経産、国交】

（２） 利用支援策

国際仲裁不活性の原因の一つとして、特に中小企業を中心に仲裁人や

代理人の報酬などの高額な仲裁コストが指摘されていることを踏まえて、

仲裁コスト負担の軽減に向けた方策が必要である。また、海外の著名な

仲裁機関においては、仲裁人候補者等の情報を開示することで透明性を

確保するとともに、仲裁利用者の利便性向上に努めているところ、日本

においても同様に仲裁人候補者等の情報公開の在り方を検討する必要が

ある。そのための具体的な方策として、以下のものが考えられる。

（コスト負担の軽減策）

・ 国際仲裁が民間を主体とする紛争解決手続であることに十分配慮し

つつ、国際仲裁のコスト負担を軽減する方策の在り方を検討【法、ス

ポ庁、経産、国交】

・ 民間での仲裁費用補助の方策として、仲裁手続費用を第三者が支出

するサード・パーティー・ファンディングの活用及び規制の在り方に

ついて検討【法】

  （仲裁当事者の利便性向上に向けた方策）

・ 仲裁当事者による仲裁人選択の利便性向上策として、仲裁機関にお

ける仲裁人リスト及び仲裁人に係る情報公開の在り方を検討【法、ス

ポ庁、経産、国交】

４ 第三国仲裁の活性化に向けた取組
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（１） 我が国の仲裁制度・実情に関する積極的発信

日本における国際仲裁を活性化するためには、国内外における戦略的

な広報活動が必要である。広報に際しては、日本における国際仲裁の現

状、メリットに加え、後記のとおり専門性の高い分野を重点的に紹介す

るべきである。この点に関する具体的な施策として、以下のものが考え

られる。

・ 日本の仲裁法制、仲裁合意の有効性が争点となった事案や仲裁取消

が求められた事案等に関する公表された裁判例などに関する英語等で

の対外発信を促進する方策の検討【法、スポ庁、経産、国交】

・ 海外の国際仲裁に係る会議、セミナー等へのスピーカーないしパネ

リストとしての参加【法、外、スポ庁、経産、国交】

（２） ターゲットを念頭に置いた働きかけ

日本における第三国仲裁を活性化するためには、地政学的な観点を踏

まえて、我が国との経済関係が比較的深い国あるいは今後様々な面での

交流が進展すると考えられる国等を主なターゲットとしてプロモーショ

ンを行う必要がある。具体的な施策は、以下のとおり。

・ 我が国における国際仲裁の利用を受け入れやすいと思われるターゲ

ット国の選定、同ターゲット国の経済団体・法律事務所等に対する広

報の在り方（現地在外公館を拠点とする広報活動を含む）を検討【法、

外、スポ庁、経産、国交】

（３） 第三国仲裁を日本に呼び込む上での我が国の強みとなる専門分野の模

索

・ 専門分野につき、海外の国際仲裁機関の取組を研究するとともに、

我が国として力を入れるべき分野の抽出、検討を進める。【法、知財、

経産、国交】

５ 政府と民間との連携・協力等

・ 国際調停と国際仲裁の効果的な連携の在り方を検討

世界的に国際調停の利用が進み、手続的にも国際仲裁と国際調停の相互

利用が図られている中で、民間主体で京都国際調停センターが設立されたこ

とも踏まえ，我が国における相互の連携の重要性から、両者の効果的な連携

の在り方を検討【法、経産、国交】

・ また、国際商事調停に基づき締結された和解合意への執行力付与等に関

する UNCITRAL モデル法・条約草案作成の協議に政府として引き続き適切に

関与するとともに、その協議結果を踏まえて適切に対応【外、法】

・ 国際スポーツ仲裁との連携

２０２０年オリンピック・パラリンピック東京大会において、スポーツ
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仲裁裁判所（ＣＡＳ）の臨時仲裁廷が東京に設置されることを見据え、こう

した国際スポーツ仲裁機関と適切に協力・連携しつつ、スポーツ仲裁全体の

活性化を図るための方策の検討・取組【スポ庁】

・ アジア諸国が仲裁振興のため、国内の仲裁実施機関と連携の下、仲裁活

性化のための活動を実施していることを踏まえ、我が国においても、仲裁機

関の中立性・公正性の確保に十分留意しつつ、既に記載した個別の施策を含

め、政府と民間との連携・協力の在り方を検討し、官民が一体となって国際

仲裁の活性化に取り組むための措置を講じる。

・ 官民連携して国際仲裁を活性化させるための官民協議の場を設けるなど

官民連携の枠組作りの検討【法、外、スポ庁、経産、国交】

・ 企業の法務担当者等の民間の国際仲裁に関与する人材の育成支援

仲裁実施機関や法曹実務家が行う経済団体や個別企業の法務担当者等を

対象とした研修への支援【法、スポ庁、経産、国交】

・ 各仲裁実施機関及び関係団体等が国内で行っているシンポジウム等の広

報周知活動について政府もこれと連携してその発信を強化【法、スポ庁、経

産、国交】
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を

始
め

と
す

る
法

的
紛

争
解

決
を

念
頭

に
置

い
た

海
外

で
ビ

ジ
ネ

ス
を

進
め

る
日

本
企

業
の

支
援

▼
こ

れ
ら

を
目

的
と

し
た

調
査

研
究

グ
ロ

ー
バ

ル
化

の
進

展
に

合
わ

せ
た

国
際

裁
判

対
策

◆
法

曹
実

務
家

の
有

す
る

ノ
ウ

ハ
ウ

は
普

遍
的

◆
法

曹
実

務
家

が
橋

渡
し

人
材

と
し

て
活

躍

国
際

裁
判

の
分

析
を
踏
ま
え
・
・・

法
務
省
訟
務
局

【法務省訟務局　資料８】



国
際
競
争
力
強
化
に
向
け
た

企
業
の
法
務
機
能
強
化
の
実
現
に
向
け
て

平
成

30
年
6月

経
済
産
業
省
競
争
環
境
整
備
室

【経済産業省経済産業政策局　資料９】



「国
際
競
争
力
強
化
に
向
け
た
日
本
企
業
の
法
務
機
能
の
在
り方

研
究
会
」に
つ
い
て

【
研
究
会
委
員
】

石
島
真
奈

ﾔﾌ
ｰ株
式
会
社
ﾒﾃ
ﾞｨ
ｱｸ
ﾞﾙ
ｰﾌ
ﾟ事
業
開
発
本
部

本
部
長

軽
部

大
一
橋
大
学
ｲﾉ
ﾍﾞ
ｰｼ
ｮﾝ
研
究
ｾﾝ
ﾀｰ

教
授

座
長

名
取
勝
也

名
取
法
律
事
務
所

代
表
弁
護
士

平
泉
真
理

ﾍﾞ
ｰﾘ
ﾝｶ
ﾞｰ
ｲﾝ
ｹﾞ
ﾙﾊ
ｲﾑ
ｼﾞ
ｬﾊ
ﾟﾝ
株
式
会
社
執
行
役
員

法
務
部
長
／
弁
護
士

平
野
温
郎

東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科

教
授

藤
井
豊
久

東
海
運
株
式
会
社

総
務
法
務
部
長

水
野

祐
ｼﾃ
ｨﾗ
ｲﾂ
法
律
事
務
所

弁
護
士

三
村
ま
り
子

ｸﾞ
ﾗｸ
ｿ・
ｽﾐ
ｽｸ
ﾗｲ
ﾝ株
式
会
社

取
締
役
／
弁
護
士

【
臨
時
委
員
】

伊
藤

ゆ
み
子

ｼｬ
ｰﾌ
ﾟ株
式
会
社
常
務
執
行
役
員
（
社
長
室
法
務
担
当
）
／
弁
護
士
＜
第

2回
＞

岩
本

竜
悟

GE
ﾍﾙ
ｽｹ
ｱ・
ｼﾞ
ｬﾊ
ﾟﾝ
株
式
会
社
ｼﾆ
ｱ・
ﾘｰ
ｶﾞ
ﾙ･
ｶｳ
ﾝｾ
ﾙ／
弁
護
士

＜
第

3回
＞

【
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
】

法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部

文
部
科
学
省
高
等
教
育
局
専
門
教
育
課

【
開
催
実
績
】

計
４
回
（
１
月
２
５
日
（
木
）
、
２
月
１
６
日
（
金
）
、
３
月
１
３
日
（
火
）
、
３
月
２
９
日
（
木
）
）

1

※
肩
書
き
は
参
加
当
時
の
も
の

本
年

４
月

１
８

日
に

報
告

書
を

公
表

【経済産業省経済産業政策局　資料９】
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報
告
書
の
エ
ッセ
ン
ス

3【経済産業省経済産業政策局　資料９】
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報
告
書
の
概
要

6【経済産業省経済産業政策局　資料９】



7

日
本
企
業
の
法
務
機
能
強
化
の
必
要
性

【
ポ

イ
ン

ト
】


法

的
課

題
に

対
す

る
企

業
の

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

の
発

想
の

転
換

（
法

務
機

能
の

有
効

活
用

）


法

務
機

能
を

発
揮

す
る

た
め

の
組

織
・

オ
ペ

レ
ー

シ
ョ

ン
の

整
備

（
Ｇ

Ｃ
・

Ｃ
Ｌ

Ｏ
の

設
置

等
）

※
Ｇ

Ｃ
:G

en
er

al
 C

ou
ns

el
、

Ｃ
Ｌ

Ｏ
：

Ch
ie

f 
Le

ga
l O

ff
ic

er
→

最
高

法
務

責
任

者


新

た
な

法
務

機
能

を
実

現
す

る
法

務
人

材
の

育
成

、
活

用


ビジ
ネ
ス
の
グ
ロー
バ
ル
化
、I

T技
術
を
は
じめ
とす
る
イノ
ベ
ー
シ
ョン
の
進
展
や
レ
ピ
ュテ
ー
シ
ョン
リス
クの

増
大
等
に
よ
って
、企
業
の
リー
ガ
ル
リス
ク
は
これ
ま
で
以
上
に
複
雑
化
・多
様
化
して
い
る
。


こう
した
状
況
下
に
お
い
て
、外

国
企
業
との
競
争
に
勝
って
い
くた
め
に
は
、経
営
に
リー
ガ
ル
の
視
点
が

不
可
欠
とな
って
お
り、
リー
ガ
ル
リス
ク
の
対
応
に
お
い
て
法
務
部
門
が
果
た
す
役
割
が
重
要
とな
る
。


内
外
に
お
い
て
、ダ
イナ
ミッ
クな
レ
ギ
ュレ
ー
シ
ョン
の
議
論
・変
化
が
進
ん
で
い
る
中
で
は
、ル
ー
ル
の
捉

え
方
や
視
点
を
変
え
る
こと
で
新
しい
市
場
獲
得
に
つ
な
げ
る
な
ど、
リー
ガ
ル
リス
ク
を
「チ
ャン
ス
」に
変

え
て
い
く戦
略
的
な
法
務
機
能
の
実
装
が
求
め
られ
る
。

【経済産業省経済産業政策局　資料９】
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法
務
機
能
とは
何
か


企
業
に
お
け
る
法
務
機
能
とは
、法

令
そ
の
他
社
会
的
規
範
の
下
で
、事

業
活
動
が
、適

法
か
つ
適

切
に
行
わ
れ
、企
業
が
健
全
か
つ
持
続
的
に
成
長
す
る
よ
う、
法
的
支
援
を
行
うこ
とで
あ
る
。


法
務
関
連
業
務
は
、社

会
・経
済
情
勢
が
大
き
く変
化
す
る
中
で
、従

来
か
らの
業
務
（

ex
.契
約
審

査
、法
律
相
談
、訴
訟
対
応
）
は
拡
大
傾
向
に
あ
る
。

■
ビ

ジ
ネ

ス
の

パ
ー

ト
ナ

ー
と

し
て

の
機

能
企

業
価

値
を

最
大

化
す

る
観

点
か
ら
、
法
的
支
援
を
経
営
や
他
部
門
に
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
会
社
の

事
業

や
業

務
執

行
を

適
正

、
円

滑
、

戦
略

的
か

つ
効

率
的

に
実

施
で

き
る

よ
う

に
す

る
機

能
。

■
企

業
の

ガ
ー

デ
ィ

ア
ン

と
し

て
の

機
能

企
業

価
値

を
守

る
観

点
か
ら
、

法
的

リ
ス

ク
管

理
の

た
め

に
経

営
や

他
部

門
の

意
思

決
定

に
関

与
し
て
、
事
業
や
業
務
執
行
の
内
容
に
変
更
を
加
え
、
場
合
に
よ
っ
て
は
意
思
決
定
を
中
止
・
延

期
さ
せ
る
な
ど
に
よ
っ
て
、
会
社
の
権
利
や
財
産
、
評
判
な
ど
を
守
る
機
能
。

要
す

る
に

・
・

・
企
業
が
健
全
か
つ
持
続
的
な
成
長
を
実
現
す
る
た
め
の
法
的
支
援
を
担
う

法
務

部
門

は
企

業
価

値
の

向
上

の
た

め
の

ビ
ジ

ネ
ス

の
「

ナ
ビ

ゲ
ー

タ
ー

」
役
で
あ
る
。

【経済産業省経済産業政策局　資料９】



日
米
の
企
業
法
務
の
比
較

10


日
本
企
業
の
法
務
部
門
と、
戦
略
的
な
法
務
機
能
の
先
進
国
で
あ
る
とさ
れ
る
米
国
企
業
を
比
較
。

（
※
従
業
員

25
00
名
以
上
の
企
業
を
対
象
）


法
務
部
門
の
規
模
や
経
営
層
との
距
離
な
ど、
５
つ
の
点
で
差
異
が
見
られ
た
。


米
国
企
業
の
法
務
部
門
は
、経

営
に
直
接
参
画
して
い
る
こと
、社

内
で
の
プ
レ
ス
テ
ー
ジ
が
高
い
こと
、

等
が
見
て
取
れ
る
。

①
法

務
部

門
の

規
模

＋
イ

ン
ハ

ウ
ス

ロ
ー

ヤ
ー

の
割

合

②
ジ

ェ
ネ

ラ
ル

カ
ウ

ン
セ

ル
（

Ｇ
Ｃ

）
／

チ
ー

フ
リ

ー
ガ

ル
オ

フ
ィ

サ
ー

（
Ｃ

Ｌ
Ｏ

）
の

設
置

③
経

営
陣

か
ら

の
意

見
・

判
断

を
求

め
ら

れ
る

頻
度

④
重

要
交

渉
へ

の
参

加

⑤
重

要
案

件
の

変
更

可
能

性

・
日
本
：

平
均
約
２
０
名
、
イ
ン
ハ
ウ
ス
の
割
合
は
約
１
７
％
。
な
お
、
日
本
全
体
の
イ
ン
ハ
ウ
ス
ロ
ー
ヤ
ー
の
数
は

20
00
人
超

・
米
国
：

４
０
～
８
０
名
程
度
、
約

7割
が
イ
ン
ハ
ウ
ス
ロ
ー
ヤ
ー
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

・
日
本
：

Ｇ
Ｃ
、
Ｃ
Ｌ
Ｏ
を
設
置
し
て
い
る
企
業
は
ご
く
少
数
。

・
米
国
：

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
た
す
べ
て
の
企
業
に
存
在
。

・
日
本
：

「
月
数
回
」
が
５
３
％
、
「
年
１
回
」
が
２
６
％
。

・
米
国
：

「
毎
日
」
「
週
数
回
」
を
合
わ
せ
て
約
７
０
％
。

・
「
常
に
参
加
」
「
判
断
に
よ
る
」
が
日
本
で
は
約
４
４
％
で
あ
る
が
、
米
国
で
は
８
０
％
超
。

・
日
本
で
は
「
助
言
の
み
」
が
約
６
０
％
を
占
め
た
が
、
米
国
で
は
「
変
更
可
」
「
案
件
に
よ
っ
て
変
更
可
」
で
１
０
０
％
。

【経済産業省経済産業政策局　資料９】
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法
務
部
は
想
像
以
上
に
ス
ト
ッ
パ
ー
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
事
な
か
れ
主
義
が
根
強
い
。


事
業
部
は
、
法
務
部
門
対
策
の
ロ
ジ
ッ
ク
作
り
が
コ
ス
ト
と
な
っ
て
お
り
、
ロ
ジ
ッ
ク
作
り
を
請
け
負
う
こ
と
が
あ

る
。


事
業
部
が
考
え
て
い
る
新
規
事
業
に
つ
き
、
法
務
部
門
か
ら
法
令
抵
触
の
懸
念
が
指
摘
さ
れ
、
代
替
案
の
提
案
も
な
い

の
で
そ
れ
以
上
進
め
ら
れ
な
か
っ
た
。


事
業
部
門
が
あ
る
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
へ
の
出
資
と
共
同
開
発
の
構
想
を
進
め
て
い
た
際
、
成
果
物
の
帰
属
割
合
に
つ

き
、
出
資
す
る
以
上
は
全
て
取
得
し
て
し
か
る
べ
き
と
の
法
務
部
門
の
こ
だ
わ
り
に
よ
り
当
該
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
と
の

間
で
契
約
条
件
が
折
り
合
わ
ず
、
互
い
の
熱
が
冷
め
た
。


外
資
系
企
業
を
買
収
し
た
後
、
法
務
部
が
相
手
企
業
の
法
務
部
（
有
資
格
者
で
構
成
）
か
ら
の
質
問
に
答
え
ら
れ
ず
、

相
手
に
さ
れ
な
く
な
っ
た
事
例
が
あ
る
。


ポ
ジ
テ
ィブ
な
意
見


「
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
と
違
う
」
と
い
う
社
内
意
見
に
よ
り
停
滞
し
て
い
た
案
件
に
つ
い
て
、
社
内
弁
護
士
が
法
律
上
問
題

が
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
所
管
官
庁
に
相
談
し
た
こ
と
で
一
気
に
前
進
し
た
。


事
業
部
門
が
早
い
段
階
で
法
務
部
に
相
談
に
来
る
こ
と
に
よ
り
、
事
案
を
交
通
整
理
し
て
無
駄
な
検
討
を
回
避
し
た
り
、

ス
キ
ー
ム
の
見
直
し
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。


M
＆

A
の
際
、
法
務
部
が
外
部
弁
護
士
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
で
、
弁
護
士
費
用
を
抑
え
つ
つ
企
業
に
と
っ
て
必
要

な
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
。


法
務
が
、
事
業
部
門
間
で
の
事
業
の
重
複
を
発
見
し
、
両
部
門
に
働
き
か
け
る
こ
と
で
重
複
を
解
消
し
た
。


シ
ス
テ
ム
の
ト
ラ
ブ
ル
に
よ
り
、
顧
客
に
対
す
る
債
務
不
履
行
を
免
れ
得
な
い
場
面
で
、
会
社
と
し
て
ど
の
リ
ス
ク
を

と
る
か
に
つ
き
、
法
務
部
門
が
短
時
間
で
最
も
合
理
的
判
断
を
し
、
レ
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
毀
損
を
免
れ
た
。


ネ
ガ
テ
ィブ
な
意
見

【参
考
】日
本
企
業
の
法
務
部
門
の
実
態
（
５
）
ヒア
リン
グ
結
果

【経済産業省経済産業政策局　資料９】
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求
め

ら
れ

る
法

務
機

能
【

基
本

的
視

点
】


法
務
領
域
が
高
度
化
す
る
中
で
、複

雑
化
・多
様
化
す
る
リー
ガ
ル
イ
シ
ュー
を
どの
よ
うに
捉
え
て
い
くか

が
、こ
れ
か
らの
企
業
の
健
全
か
つ
持
続
的
な
成
長
の
成
否
を
決
め
る
。


リー
ガ
ル
リス
クを
回
避
す
る
だ
け
で
な
く、
ル
ー
ル
の
捉
え
方
や
視
点
を
変
え
る
こと
で
、新

た
な
ビジ
ネ
ス
の

創
出
、市

場
の
獲
得
が
可
能
とな
る
とい
う発

想
の
も
と、
経
営
と法

務
が
一
体
とな
った
戦
略
的
経
営
を

実
現
す
る
こと
が
不
可
欠
。


ビ
ジ
ョン
（
社
会
に
提
示
で
き
る
新
し
い
価
値
）
とロ
ジ
ック
（
現
行
法
に
お
け
る
一
定
の
解
釈
で
成
立

し
得
る
か
）
を
兼
ね
備
え
、ビ
ジ
ネ
ス
に
対
す
る
意
識
を
持
って
行
動
す
る
こと
が
、こ
れ
か
らの
法
務
機
能

の
基
本
で
あ
る
。

基
本

的
な

視
点


法
務
機
能
を
「
守
り
（
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
機
能
）
」
と
「
攻
め
（
パ
ー
ト
ナ
ー
機
能
）
」
の
観
点
か
ら
整
理

し
た
が
、
会
社
を
健
全
か
つ
持
続
的
に
成
長
さ
せ
る
と
い
う
法
務
機
能
の
目
的
に
お
い
て
、

「
守

り
」

と
「

攻
め

」
は

表
裏

一
体

の
関

係
に
あ
り
、
両
者
は
単
純
に
切
り
分
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い


リ
ー
ガ
ル
リ
ス
ク
が
多
様
化
・
複
雑
化
す
る
中
で
は
、
法
務
部
門
の
み
な
ら
ず
、

経
営

層
・

事
業

部
門

に
お

い
て

も
、

法
的

リ
テ

ラ
シ

ー
を

高
め

る
こ

と
が

必
要
で
あ
る
。


企
業
価
値
の
向
上
と
い
う
観
点
か
ら
、
企
業
に
お
け
る
法
務
機
能
の
強
化
に
は
、

経
営

層
・

事
業

部
門

と
、

法
務

部
門

そ
の

他
法

務
関

連
業

務
を

担
う

部
門

が
、

一
体

と
な

っ
た

取
組
が
求
め
ら
れ
る
。

【経済産業省経済産業政策局　資料９】
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求
め

ら
れ

る
法

務
機

能
①

【
ガ

ー
デ

ィ
ア

ン
機

能
】


「最
後
の
砦
」と
し
て
企
業
の
良
心
とな
る
こと


コン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
ル
ー
ル
の
策
定
と業

務
プ
ロ
セ
ス
の
構
築
及
び
徹
底


契
約
に
よ
る
自
社
の
リス
ク
の
コン
ト
ロ
ー
ル


自
社
の
損
害
を
最
小
限
に
抑
え
る
た
め
の
行
動

•
「
合
法
か
ど
う
か
」
の
判
断
だ
け
で
な
く
、
企
業
行
動
が
社
会
に
受
入
れ
ら
れ
る
か
と
い
う
視
点
で
、

「
正
し
い
か
ど
う
か
」
を
判
断
す
る
こ
と

•
「
正
し
い
か
ど
う
か
」
は
、
現
時
点
の
法
令
等
の
み
な
ら
ず
中
長
期
的
な
目
線
で
判
断
す
る
こ
と
が
必
要

•
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
自
社
ビ
ジ
ネ
ス
に
落
と
し
込
み
、
自
社
の
ル
ー
ル
・
契
約
等
の
最
適
化

•
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
活
動
は
、
法
務
部
門
だ
け
で
担
う
の
で
は
な
く
、
ビ
ジ
ネ
ス
リ
ー
ダ
ー
の
コ
ミ
ッ
ト

メ
ン
ト
が
必
要

•
リ
ス
ク
を
予
防
し
、
顕
在
化
し
た
場
合
に
軽
減
す
る
条
件
を
織
り
込
ん
だ
契
約
書
の
作
成

•
Ｍ
＆
Ａ
等
の
投
資
の
際
の
デ
ュ
ー
・
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
お
け
る
リ
ス
ク
調
査
等

•
民
事
訴
訟
で
訴
え
ら
れ
た
場
合
の
応
訴
、
行
政
処
分
へ
の
対
応

•
消
費
者
の
ク
レ
ー
ム
対
応
や
炎
上
へ
の
対
応

等

【経済産業省経済産業政策局　資料９】
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求
め

ら
れ

る
法

務
機

能
②

【
パ

ー
ト

ナ
ー

機
能

】

ビ
ジ
ネ
ス
の
視
点
に
基
づ
い
た
ア
ド
バ
イ
ス
と提

案
•
重
要
契
約
の
交
渉
や
新
規
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
へ
の
早
い
段
階
か
ら
の
参
画
と
、
リ
ー
ガ
ル
イ
シ
ュ
ー
の
把
握

と
具
体
的
な
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
の
提
案

•
法
令
の
観
点
の
み
な
ら
ず
、
ビ
ジ
ネ
ス
ジ
ャ
ッ
ジ
に
対
す
る
提
案

等


ファ
シ
リテ
ー
タ
ー
とし
て
の
行
動


ビ
ジ
ョン
とロ
ジ
ック
を
携
え
た
行
動


法
令
、契
約
に
基
づ
い
た
正
当
な
主
張

•
新
規
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
等
の
必
要
な
場
面
で
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
等
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
社
内
外
の
リ

ソ
ー
ス
を
確
保
、
差
配
す
る
役
割

等

•
法
律
や
法
解
釈
は
、
時
代
と
と
も
に
変
化
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
ビ
ジ
ョ
ン
（
社
会
に
提
示
で
き
る

新
し
い
価
値
）
と
ロ
ジ
ッ
ク
（
現
行
法
に
お
け
る
一
定
の
解
釈
で
成
立
し
得
る
か
）
を
並
走
さ
せ
な
が

ら
、
い
わ
ゆ
る
「
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
」
で
の
ビ
ジ
ネ
ス
の
拡
大
を
志
向

•
「
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
」
で
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
に
向
け
た
行
政
機
関
が
設
け
る
各
種
制
度
の
活
用

等

•
カ
ル
テ
ル
の
被
害
者
と
し
て
の
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
の
提
起

•
著
し
く
不
合
理
な
要
求
に
対
す
る
毅
然
と
し
た
対
応

等

【経済産業省経済産業政策局　資料９】
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【課
題
】


経
営
層
・事
業
部
門
が
法
務
部
門
を
、単
な
る
コ
ス
ト
部
門
の
ひ
とつ
と認

識
して
い
る
傾
向
が
あ
る
。


法
務
部
門
の
責
任
者
が
経
営
に
関
与
して
い
な
い
等
、組

織
上
、経
営
と法

務
が
リン
ク
し
て
い
な
い
。


新
た
な
法
務
機
能
を
担
うス
キ
ル
を
持
った
プ
ロ
フェ
ッシ
ョナ
ル
人
材
が
不
足
して
い
る
。

１
．

経
営

層
、

事
業

部
門

の
発

想
の

転
換

（
リ

ス
ク

テ
イ

ク
・

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

の
構

築
）


複
雑
化
・
多
様
化
す
る
リ
ー
ガ
ル
イ
シ
ュ
ー
へ
対
応
し
な
が
ら
企
業
を
成
長
さ
せ
て
い
く
た
め
に
は
、

経
営

層
が
経
営
環
境
の
変
化
を
認
識
し
た
上
で
、

法
務

機
能

を
有

効
活

用
す

る
と

い
う

発
想
が
必
要
。


リ
ス
ク
に
は
、
取
っ
て
は
い
け
な
い
リ
ス
ク
と
、
適
切
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
れ
ば
取
る
余
地
の
あ
る
リ

ス
ク
も
あ
る
こ
と
か
ら
、

リ
ス

ク
は

、
す

べ
て

排
除

す
る

も
の

で
は

な
く

、
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
す

る
も

の
で

あ
る

と
認

識
す
る
必
要
。


リ
ス
ク
判
断
に
当
た
っ
て
は
、

経
営

層
・

事
業

部
門

と
法

務
部

門
が

一
体

と
な

っ
た

リ
ス

ク
テ

イ
ク

・
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
を
構
築
す
る
こ
と
が
必
要
か
つ
有
益
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
経
営
層
・
事
業
部

門
・
法
務
部
門
が
一
体
と
な
っ
て
、

全
社

的
な

法
的

リ
テ

ラ
シ

ー
を

高
め

る
取

組
も

必
要
で
あ
る
。

【経済産業省経済産業政策局　資料９】
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•
海
外
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
進
出
す
る
こ
と
は
、
米
国
の
懲
罰
的
賠
償
や
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
な
ど
、

日
本

の
法

体
系

に
は

な
い

リ
ー

ガ
ル

イ
シ

ュ
ー

へ
の

対
応

に
迫

ら
れ

る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

•
イ

ノ
ベ

ー
シ

ョ
ン

を
生

み
出

す
こ

と
は

、
法

的
に

未
知

な
部

分
に

対
応

し
て

い
く

と
い

う
こ

と
で
あ
る
。
大
企
業
と
は
違
っ
て
、
ベ
ン

チ
ャ
ー
は
い
か
に
リ
ス
ク
を
取
っ
て
い
く
か
が
勝
負
で
あ
り
、
そ
の
経
営
判
断
で
差
が
出
る
。
そ
こ
に
は
、
リ
ー
ガ
ル
の
視
点
が
不
可
欠
で

あ
る
。

•
米
国
で
は
、
リ
ー
ガ
ル
の
ト
ッ
プ
が

CE
O
の
側
近
と
し
て
、
意
思
決
定
に
関
わ
っ
て
い
る
。

リ
ー

ガ
ル

に
対

す
る

経
営

者
の

認
識

や
位

置
づ

け
に

は
、

日
米

間
で

ギ
ャ

ッ
プ

が
あ

る
。

【参
考
】法
務
機
能
に
関
す
る
経
営
者
の
声
（
ヒア
リン
グ
結
果
）


経
営
に
リー
ガ
ル
の
視
点
が
必
要
とな
る
理
由


あ
る
べ
き
法
務
機
能

•
リ
ー
ガ
ル
リ
ス
ク
と
ビ
ジ
ネ
ス
ジ
ャ
ッ
ジ
を
切
り
分
け
る
の
で
は
な
く
、

ビ
ジ

ネ
ス

ジ
ャ

ッ
ジ

に
お

い
て

、
ど

の
選

択
が

良
い

の
か

を
提

案
し

て
い

く
こ

と
が

望
ま

れ
る
。

•
こ
れ
か
ら
は
、

経
営

層
に

リ
ー

ガ
ル

人
材

が
加

わ
っ

て
い

く
必

要
が
あ
る
。

•
社
内
の
法
務
部
門
は
、
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ジ
を
気
に
す
る
こ
と
な
く
使
え
る
。
経
営
者
と
し
て
の
自
分
（
経
営
者
）
の
性
格
も
理
解
し
、

当
事

者
意

識
を

持
っ

て
一

緒
に

考
え

て
く

れ
る

こ
と

が
メ

リ
ッ

ト
で
あ
る
。


法
務
人
材
に
つ
い
て

•
グ
ロ
ー
バ
ル
に
競
争
す
る
た
め
に
は
、
人
材
育
成
は
、
ジ
ェ
ネ
ラ
リ
ス
ト
で
は
な
く
、

プ
ロ

フ
ェ

ッ
シ

ョ
ナ

ル
を

作
る

方
向

に
軸

足
を

置
く

べ
き
で
あ
る
。

•
経
営
者
の
置
か
れ
た
立
場
に
つ
い
て
、
自
分
だ
っ
た
ら
ど
う
考
え
る
か
を
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
す
る
な
ど
し
て
、

ビ
ジ

ネ
ス

セ
ン

ス
を

養
っ

て
い

く
こ

と
が

必
要
で
あ
る
。

【経済産業省経済産業政策局　資料９】
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グ

ロ
ー

バ
ル

企
業

な
ら

法
務

担
当

役
員

を
お

く
べ

き
だ
。

事
業

を
チ

ェ
ッ

ク
し

、
意

思
決

定
に

も
か

か
わ

り
、

長
期

的
に

法
令

順
守

の
風

土
を

社
内

に
醸

成
す

る
役

割
を

担
う
。
弁
護
士
と
し
て
専
門
的
な
助
言
を

す
る
だ
け
で
な
く
、
役
員
と
し
て
ビ
ジ
ネ
ス
面
の
助
言
が
で
き
る
こ
と
も
重
要
だ
。


日
本
企
業
は
外
部
の
法
律
事
務
所
に
依
存
し
て
い
る
。
だ
が
、

報
酬

の
高

い
外

部
弁

護
士

に
頼

む
よ

り
、

法
務

担
当

役
員

や
充

実
し

た
法

務
ス

タ
ッ

フ
を

抱
え

た
方

が
経

済
的

に
効

率
が

良
い
。
米
企
業
で
は
社
内

に
取
り
込
む
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
る
。

20
17
年

4月
3日

日
本
経
済
新
聞
朝
刊

【参
考
】法
務
機
能
に
関
す
る
ア
メ
リカ
の
有
識
者
の
声


G

C（
※

）
は

、
…
取
締
役
・

CE
O
・
ビ
ジ
ネ
ス
リ
ー
ダ
ー
の

良
き

パ
ー

ト
ナ

ー
で

あ
り

つ
つ
、
し
か
し

最
終
的
に
は

企
業

の
ガ

ー
デ

ィ
ア

ン
と

し
て

の
役

目
を

果
た

さ
ね

ば
な

ら
な

い
…
。


企

業
の

健
全

性
が

、
世

界
規

模
で

飛
び

交
う

、
複

雑
で

急
速

に
変

化
す

る
法

律
、

規
制

、
訴

訟
、

公
共

政
策

、
政

治
、

メ
デ

ィ
ア

お
よ

び
圧

力
団

体
の

要
求

を
上

手
く

捌
く

こ
と

に
よ

っ
て

保
た

れ
る
の
で
、

G
C

は
、
取
締
役
、

CE
O
、
ビ
ジ
ネ
ス
リ
ー
ダ
ー
か
ら
、

今
や

最
高

財
務

責
任

者
（

CF
O

）
に

匹
敵

す
る

重
要

性
を

有
す

る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

※
GC
：

Ge
ne

ra
lC

ou
ns

el
事
務
局
に
よ
る
注
釈

N
BL

N
o.

11
00

 （
20

17
.6

.1
5）

よ
り
抜
粋

■
ベ
ン
・W
・ハ
イ
ネ
マ
ン
氏
（
ハ
ー
バ
ー
ド
・ロ
ー
ス
ク
ー
ル
シ
ニ
ア
・フ
ェロ
ー
）

■
ア
レ
ック
ス
・デ
ィミ
ー
ト
リエ
フ
上
級
副
社
長
兼
ゼ
ネ
ラ
ル
カ
ウ
ン
セ
ル
（
米

G
E）
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３
．

人
材

に
対

す
る

投
資


多

様
な

教
育

機
会
の
提
供
（
Ｏ
Ｊ
Ｔ
＋
社
内
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
充
実
）
、

リ
カ

レ
ン

ト
教

育
（
大
学
院

等
に
お
け
る
社
会
人
対
象
プ
ロ
グ
ラ
ム
）
な
ど
外
部
機
会
の
活
用
。

ex
.）

Ｏ
Ｊ
Ｔ
、
社
内
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
人
事
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
、
関
係
団
体
が
実
施
す
る
研
修
、

大
学
院
等
に
お
け
る
社
会
人
対
象
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
検
定
等
資
格
・
検
定
試

験
の
活
用
、
海
外
留
学

等


法
務
の
経
験
を
積
ん
だ
人
材
の
中
途
採
用
、
法
律
事
務
所
か
ら
の
出
向
な
ど

外
部

か
ら

の
人

材
の

登
用
。


外

部
弁

護
士

の
活

用
。

①
高
い
専
門
性
が
必
要
と
な
る
と
き
（
社
内
で
ノ
ウ
ハ
ウ
が
蓄
積
し
な
い
分
野
）

②
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
を
取
り
た
い
と
き

③
訴
訟
、
行
政
処
分
等
へ
対
応
す
る
と
き

④
中
立
性
・
客
観
性
が
求
め
ら
れ
る
と
き
（

ex
.第
三
者
委
員
会
の
委
員
へ
の
委
嘱
）

⑤
リ
ソ
ー
ス
が
足
り
な
い
と
き


企
業
理
念
や
事
業
目
標
と
リ
ン
ク
し
た

法
務

に
関

す
る

ポ
リ

シ
ー

の
作

成
と

徹
底
。


事
業
目
標
と
リ
ン
ク
し
た
法
務
部
門
の

目
標

設
定
、

評
価
の
工
夫


柔

軟
な

ア
イ

デ
ア
を
出
す
た
め
の
工
夫
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１
．

東
京

大
学

法
科

大
学

院


東
ア

ジ
ア
法

の
理
解
を
通
じ
た
多
面
的
・
創

造
的

な
法

律
家
の
養

成
東

ア
ジ

ア
ビ

ジ
ネ

ス
法

の
専

任
教

員
に

よ
る

、
中

国
を

中
心

と
し

た
ビ

ジ
ネ
ス
と

企
業

法
務

に
関

わ
る

授
業

を
開

講
し

て
い

る
ほ

か
、

夏
季

集
中
の

「
東
ア
ジ

ア
法
比
較

」
プ
ロ
グ

ラ
ム

に
お

い
て
、
東

ア
ジ

ア
諸

国
か
ら
教

員
を

招
聘
し
て
授
業
を
行
っ
て
い
る
。


英

語
で
の
授

業
の
充
実
に
よ
る
国
際
的
な
法

律
家

の
養

成
コ

ロ
ン

ビ
ア

大
学

・
ミ
シ

ガ
ン

大
学
の

教
授

に
よ

る
授

業
、

「
英

語
で

学
ぶ

法
と

実
務

１
・
２

」
な
ど

の
ほ
か

、
毎

年
8月

に
、

6日
間

程
度

の
合

宿
形

式
で
、

5名
前
後
の
外
国
人
教

授
が
集

中
的
に

授
業
を

行
う
サ

マ
ー
ス

ク
ー
ル
を
開
催
し
て
い
る

。

２
．

岡
山

大
学

法
科

大
学

院


法
務

担
当
者

養
成
基
礎
研
修
の
実
施

地
域

の
組

織
に

法
務

の
中

心
を

担
う
人

物
と

し
て

、
組

織
内

弁
護

士
又

は
法
務
担

当
者

を
輩

出
す

る
と

と
も

に
、

そ
の

他
の

社
員

・
職

員
に

法
務

知
識

を
学

ぶ
機

会
（

法
務

担
当
者

養
成

基
礎

研
修
）

を
提

供
し

、
地

域
組
織

の
法

務
強

化
を

促
す

環
境

を
、

地
域
経
済

団
体

等
と

連
携
し

て
構
築
す
る

。

３
．

北
海

道
大

学
法

科
大

学
院


企

業
法

務
関

係
者
の
リ
カ
レ
ン
ト
教
育

サ
マ

ー
セ

ミ
ナ

ー
に

よ
り

、
知

的
財
産

権
と

い
う

先
端

的
法

領
域

に
携

わ
る
実
務

家
の

全
国

的
な

水
準

を
引

き
上

げ
、
こ

の
領

域
に

お
け

る
ト
ッ
プ

レ
ベ
ル
の
法
曹
の
層
を
厚
く
す

る
た

め
の

リ
カ
レ
ン

ト
教

育
を

実
施
し
て

い
る
。

４
．

慶
應

義
塾

大
学

大
学

院
法

務
研

究
科

グ
ロ

ー
バ

ル
法

務
専

攻
（

LL
.M

.）


法
科

大
学

院
に

併
設
さ

れ
る
法
学

分
野
の
専

門
職

大
学

院
と

し
て

、
20

17
年

4月
に

開
設

。
英
語
を

使
用
言
語

と
し
て

、
1年

間
で

「
法

学
修

士
（

LL
.M

）
」

の
学
位
取
得
が
可
能
と

な
っ
て

い
る
。


グ

ロ
ー

バ
ル

・
フ

ィ
ー

ル
ド

で
活

躍
で

き
る

法
曹

及
び

グ
ロ

ー
バ

ル
企

業
等

の
リ

ー
ガ

ル
ス

タ
ッ

フ
を

養
成

す
る

こ
と

を
狙

い
と

し
て

い
る
。


教

員
は
、
日

本
で
活
躍
す
る
外
国
人
弁
護
士
や

渉
外
法

務
の
第
一

線
で

活
躍

す
る
日
本

人
弁

護
士
な
ど
、
実
務
家
教
員
を
中
心
に
構
成

さ
れ

て
い
る
。

【参
考
】法
科
大
学
院
な
どに
お
け
る
企
業
法
務
を
意
識
し
た
取
組
例
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関
係
機
関
に
期
待
さ
れ
る
取
組

法
務
人
材
の
育
成
に
向
け
た
取
組

民
間
の
活
力
活
用
に
向
け
た
取
組

企
業
法
務
の
重
要
性
に
関
す
る
普
及
啓
発
等
の
取
組

そ
の
他


各
大
学
の
特
色
に
応
じ
た
法
科
大
学
院
や
学
部
教
育
に
お
け
る
取
組
（
企
業
法
務
な
ど
実
践
に
則
し
た
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
や
多
様
な
機
会
の
提
供
等
）


司
法
修
習
段
階
に
お
け
る
関
係
者
の
取
組
（
企
業
法
務
に
関
す
る
説
明
会
の
実
施
等
）


大
学
院
に
お
け
る
社
会
人
を
対
象
と
し
た
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
充
実


関
係
者
間
の
情
報
共
有
等
の
取
組
、
現
行
諸
制
度
の
見
直
し
等


規
制
緩
和
の
推
進
（
企
業
実
証
特
例
制
度
、
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
解
消
制
度
や
「
規
制
の
サ
ン
ド
ボ
ッ
ク
ス
」

制
度
等
の
活
用
促
進
、
事
業
者
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
一
元
的
窓
口
の
設
置
等
）


グ
ロ
ー
バ
ル
対
応
に
向
け
た
企
業
向
け
の
リ
ー
ガ
ル
サ
ポ
ー
ト
制
度
の
活
用
促
進


関
連
団
体
に
よ
る
企
業
法
務
の
重
要
性
や
成
功
事
例
の
広
報


関
係
団
体
の
協
力
に
よ
る
企
業
法
務
に
必
要
と
な
る
「
ス
キ
ル
マ
ッ
プ
」
の
策
定


関
係
団
体
が
主
催
す
る
企
業
法
務
に
関
す
る
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
充
実


グ
ル
ー
プ
企
業
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
在
り
方
に
関
す
る
検
討
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キ
ー
メ
ッセ
ー
ジ


本
報
告
書
で
は
、
こ
れ
か
ら
求
め
ら
れ
る
法
務
機
能
を
提
示
し
て
い
る
が
、
企
業
価
値
の
最
大
化
に
向

け
て
、

具
体

的
に

ど
の

よ
う

な
法

務
機

能
を

実
装

す
べ

き
か
は
、
個
々
の
企
業
が
自
社
の
ビ
ジ
ョ
ン
に

基
づ
き
、

あ
る

べ
き

モ
デ

ル
を

常
に

模
索

・
ア

ッ
プ

デ
ー

ト
し

て
い

く
こ

と
が

重
要
で
あ
る
。


米
国
は
、
戦
略
的
な
企
業
法
務
の
先
進
国
と
さ
れ
る
が
、
単
純
に

米
国

型
モ

デ
ル

に
倣

え
ば

よ
い

と
い

う
わ

け
で

は
な

く
、
米
国
企
業
の
良
い
点
は
取
り
入
れ
つ
つ
、

日
本

流
、

そ
し

て
自

社
流

の
法

務
機

能
の

あ
り

方
を

個
々

の
企

業
が

検
討

し
、

実
装

す
る

こ
と

が
期

待
さ
れ
る
。


リ
ー
ガ
ル
リ
ス
ク
が
多
様
化
・
複
雑
化
し
て
い
る
中
に
あ
っ
て
は
、
社
と
し
て

法
令

・
ル

ー
ル

等
に

ど
の

よ
う

に
向

き
合

う
か

と
い

う
ポ

リ
シ

ー
に

経
営

ト
ッ

プ
が

コ
ミ

ッ
ト
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
ポ
リ

シ
ー
を
全
社
的
に
徹
底
す
る
こ
と
、
加
え
て
、
（
法
務
部
門
の
み
な
ら
ず
）
経
営
層
や
事
業
部
門
等
の

個
々

人
が

法
的

リ
テ

ラ
シ

ー
の

向
上

に
向

け
不

断
の

努
力

を
行

う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る


経
営
環
境
の
変
化
とと
も
に
、リ
ー
ガ
ル
リス
ク
が
複
雑
化
・多
様
化
す
る
中
で
、法

務
部
門
が
果
た
す
べ

き
役
割
が
重
要
とな
って
い
る
こと
か
ら、
本
報
告
書
で
は
、企
業
法
務
に
求
め
ら
れ
る
新
た
な
役
割
を
整

理
し
、日
本
企
業
の
競
争
力
強
化
に
資
す
る
経
営
と法

務
機
能
の
あ
り方

等
を
整
理
した
。


企
業
の
法
務
機
能
を
い
か
に
強
化
し
て
い
くか
は
、業

種
や
業
態
、そ
の
企
業
の
経
営
に
お
い
て
、ど
の
よ

うな
法
務
機
能
が
求
め
られ
る
か
とい
った
ビジ
ョン
に
よ
って
、様
々
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
り得

る
。

企
業

の
取

組
の

ポ
イ

ン
ト
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・新
技
術
等
実
証
制
度
（
プ
ロ
ジ
ェク
ト
型
規
制
の
「サ
ン
ド
ボ
ック
ス
」）

・グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
解
消
制
度

・新
事
業
特
例
制
度
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・中
小
企
業
海
外
展
開
現
地
支
援
プ
ラ
ット
フォ
ー
ム
事
業
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・国
際
経
済
ル
ー
ル
を
利
用
し
た
企
業
戦
略
の
必
要
性
とそ
の
例
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現
在
の
グ
ロー
バ
ル
化
した
ビジ
ネ
ス
環
境
の
中
で
は
、国

際
ル
ー
ル
を
駆
使
し
て
、自

己
に
有
利
な
事
業
環
境

を
積
極
的
に
形
成
し
よ
うと
す
る
競
争
の
重
要
性
が
大
き
くな
って
お
り、
企
業
の
法
務
機
能
の
中
で
も
重
要

性
が
高
ま
って
い
る
。


具
体
な
例
とし
て
は
、関

税
ル
ー
ル
を
踏
ま
え
た
製
品
開
発
・立
地
・部
品
調
達
計
画
の
立
案
が
考
え
られ
る
。

例
１

関
税

ル
ー

ル
を

踏
ま

え
た

製
品

開
発

・
立

地
・

部
品

調
達

計
画


W

TO
/E

PA
に
お
け
る
関
税
譲
許
・

W
CO

(H
S)
に
お
け
る
関
税
分
類
ル
ー
ル
に
基
づ
く
新
製
品
の
適
切

な
関
税
取
扱
い
の
確
定
と
工
場
立
地
（
輸
出
国
）
の
選
定
。


W

TO
/W

CO
/E

PA
に
お
け
る
原
産
地
規
則
と
そ
の
動
向
を
踏
ま
え
、
部
品
調
達
計
画
の
策
定
・
実
行
。


約
束
・
ル
ー
ル
通
り
に
実
施
さ
れ
な
い
場
合
に
ビ
ジ
ネ
ス
環
境
整
備
・

W
TO
の
紛
争
解
決
手
続
（

D
S）

そ
の
他
の
手
続
を
通
じ
て
の
問
題
提
起
を
政
府
に
要
請
す
る
。

（
政
府
か
ら
問
題
提
起
を
し
た
例
）
デ
ジ
タ
ル
複
合
機
の
ケ
ー
ス
ー
関
税
分
類
ル
ー
ル
の
利
用

＜
争
点
＞

H
S1

99
6の

下
で
、
デ
ジ
タ
ル
複
合
機
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
入
出
力
装
置

(8
47

1.
60
－
情
報
通
信
機
器
：
無
税

)か
、
ア
ナ
ロ
グ

コ
ピ
ー
機

(9
00

9.
12
－
有
税

)か
。

・
IT

A合
意
（

W
TO
）
に
お
い
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
関
連
製
品
は
無
税
品
目
に
。

・
W

CO
/H

S委
員
会
に
お
い
て
、
有
税
品
目
と
し
た
い

EU
と
争
い
、
最
終
的
に
は
引
き
分
け
。
➡
世
界
中
で
有
税
品
目
と
し
て
扱
わ
れ
る

こ
と
を
阻
止
。
相
当
数
の
国
で
無
税

/低
税
率
と
な
る
。

・
W

TO
/D

S手
続
に
お
い
て
、

EU
の
関
税
譲
許
の
解
釈
を
争
い
、

90
09

.1
2に

は
分
類
で
き
な
い
と
の
パ
ネ
ル
判
断
を
得
た
。
➡

EU
に

お
い
て
も
（
６
％
➡
）
無
税
扱
い
と
な
る
。
年
間

10
0億

円
超
の
関
税
額
減
少
。
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そ
の
他
の
具
体
的
な
例
とし
て
、不

合
理
な
貿
易
救
済
措
置
や
国
内
規
制
措
置
へ
の
対
抗
が
考
え
られ
る
。

例
３

不
合

理
な

国
内

規
制

措
置

へ
の

対
抗


パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
制
度
（

TB
T協

定
2.

9.
1条

準
拠
）
に
よ
っ
て
情
報
入
手


TB

T協
定

2.
1条

、
2.

2条
と
そ
の
先
例
（
※
）
を
根
拠
と
し
て
措
置
国
政
府
に
対
し
て
措
置
の
改
善
を
要
請


TB

T委
員
会
（

TB
T協

定
13
条
）
に
お
け
る
問
題
提
起
を
日
本
国
政
府
に
要
請

➡
問
題
が
解
決
し
な
い
場
合
は

D
S要

請
検
討

（
※
）
基
準
・
認
証
に
関
す
る
規
制
に
つ
い
て
、
国
内
品
と
輸
入
品
を
同
等
に
扱
う
こ
と
を
義
務
付
け
て
い
る
（

2.
1条

）
。
ま
た
、
こ

れ
ら
の
規
制
が
正
当
な
目
的
達
成
の
た
め
に
必
要
以
上
に
貿
易
制
限
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
す
る
（

2.
2
条
）
。

（
例
）
チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
タ
イ
ヤ
輸
入
規
制
に
つ
き
、

TB
T委

員
会
で
問
題
提
起
し
、

20
15
年
末
頃
規
制
が
撤
廃
さ
れ

た
。

例
２

不
合

理
な

貿
易

救
済

措
置

（
主

に
ア

ン
チ

・
ダ

ン
ピ

ン
グ

（
A

D
）

）
へ

の
対

抗


不
合
理
な
貿
易
救
済
措
置
の
対
象
と
な
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
、

AD
協
定

3条
と
そ
の
先
例
（
※
）
を
踏
ま
え
、
輸

出
先
国
の
国
産
品
と
の
直
接
競
争
関
係
の
な
い
モ
デ
ル
を
中
心
に
輸
出
品
を
選
定
す
る
。


仮
に

AD
調
査
の
対
象
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
、
上
記
先
例
等
を
踏
ま
え
た
個
別
調
査
対
応
（
＋
政
府
に
意
見
書
提

出
要
請
）
➡
主
張
が
容
れ
ら
れ
な
い
場
合
は

D
S要

請
検
討

（
※
）
先
例
で
は
、

AD
措
置
の
発
動
要
件
で
あ
る
ダ
ン
ピ
ン
グ
輸
出
に
よ
る
国
内
産
業
へ
の
損
害
分
析
の
際
に
は
、
輸
入
品
と
国
際
品
の

モ
デ
ル
構
成
の
違
い
を
踏
ま
え
、
競
争
・
代
替
関
係
を
考
慮
し
た
損
害
分
析
を
行
う
こ
と
が
要
求
す
る
判
断
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
例
）

20
12
年

11
月
に
課
税
さ
れ
た
、
中
国
に
よ
る
日
本
製
高
性
能
ス
テ
ン
レ
ス
継
目
無
鋼
管
へ
の
Ａ
Ｄ
措
置
に
つ
い

て
、

D
Sに

お
い
て
中
国
の
措
置
の

W
TO
協
定
違
反
が
認
め
ら
れ
、

20
16
年

8月
に
措
置
が
撤
廃
さ
れ
た
。
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そ
の
他
、自

己
に
有
利
な
事
業
環
境
を
整
備
す
る
た
め
、自

国
政
府
を
巻
き
込
ん
で
戦
略
的
に
ル
ー
ル
を
形

成
し
て
い
くこ
とが
考
え
られ
る
。

例
４

戦
略

的
な

ル
ー

ル
形

成
～

例
：

デ
ュ

ポ
ン

社
と

フ
ロ

ン
規

制


環
境
保
護
へ
の
関
心
の
高
ま
り
に
対
応
し
て
の
代
替
製
品
・
技
術
開
発

•
フ
ロ
ン
の
特
許
を
有
し
て
い
た
デ
ュ
ポ
ン
社
は
、
当
初
は
フ
ロ
ン
規
制
の
導
入
に
反
対
し
て
い
た
が
、
フ
ロ
ン

規
制
の
動
き
が
活
発
に
な
る
と
方
針
を
転
換
し
、
代
替
フ
ロ
ン
の
開
発
を
加
速
。


従
来
製
品
・
技
術
を
禁
止
・
制
限
す
る
国
際
ル
ー
ル
（
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
議
定
書
）
の
提
唱

•
代
替
フ
ロ
ン
の
開
発
の
目
途
が
立
っ
た
段
階
で
、
環
境

N
G

O
と
デ
ュ
ポ
ン
社
が
協
同
し
て
米
国
政
府
に
フ
ロ

ン
規
制
の
導
入
を
働
き
か
け
た
結
果
、
米
国
政
府
は
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
議
定
書
の
合
意
に
向
け
て
積
極
的
に
交

渉
を
進
め
、
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
議
定
書
が
採
択
さ
れ
、
フ
ロ
ン
規
制
の
合
意
が
な
さ
れ
た
。

※
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
議
定
書
：
オ
ゾ
ン
層
を
破
壊
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
物
質
を
特
定
し
、
該
当
す
る
物
質
の
生
産
、
消
費
及
び
貿
易
を
規

制
す
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て
い
る
。

19
87
年
に
採
択
さ
れ
、

19
89
年
に
発
効
し
た
。


結
果
と
し
て
デ
ュ
ポ
ン
社
は
、
戦
略
的
に
代
替
フ
ロ
ン
ビ
ジ
ネ
ス
で
大
き
な
利
益
を
得
た

⇒
国
際
ル
ー
ル
を
理
解
し
つ
つ
世
界
の
潮
流
を
読
み
、
場
合
に
よ
っ
て
は
自
国
政
府
を
巻
き
込
み
な
が

ら
戦
略
的
な
法
務
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
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御
不
明
な
点
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ご
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ば
、遠

慮
無
くご
連
絡
くだ
さ
い
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中小企業の海外事業展開支援に関する研修会 
１． 趣旨 
近年、中小企業の外国企業との国際取引や直接・間接的な海外進出などの「海外展開業務」に

対する法的支援ニーズは全国各地に数多く潜在しているとみられる。 
こうした潜在的ニーズを掘り起こすには会内での研修機会の充実化と、そこに会員を誘導する

ための啓蒙啓発が必要であり、その第一歩として、どのようにして関心をもつ会員を見出し、渉

外業務に対する不安や懸念、苦手意識や抵抗感などのバリアを解消し、研修や勉強会にもらうよ

うにするかが課題である。 
特に、そもそも国際的業務そのもの、あるいはそこに含まれる外国法、外国語、海外相手方、

事業取引といった渉外的要素に対する不安感を持っている会員や、渉外的要素への抵抗感は薄い

ものの、典型的な紛争訴訟業務とは異なる契約作成や法的リスクへの助言といった渉外業務への

抵抗感から、中小企業の海外展開支援法務に関心を持てない会員が相当数あるものと推測される。 
そこで、全国の高裁所在地会及びその他に中小企業海外展開への法務支援需要のある地域の単

位会において、当該会及び近隣会の会員を対象に、中小企業の海外展開支援業務の実像を周知し、

渉外的要素に対する不安感を払拭し、また、契約法務や助言業務における『実際の仕事の流れ』

を知って具体的なイメージをつかんでもらうためのセミナーを開催することとした。 

 
２．内容 
① 導入／中小企業渉外法務の実像紹介： まず、典型的な支援業務（契約の作成、海外トラ

ブルなどの相談対応）の実例をとりあげながら、一体どのような業務なのかを簡潔に紹介する。 
② 核心／心理的ハードルの解消に向けた実情説明： 外国法（知識は必要か、どのように情

報を得るか、実務で分からないときどのように対処するか）、外国語力（どの程度必要か、どのよ

うに学ぶのか、外国語文章作成にどのように取り組んだらよいのか）、外国弁護士（どのような場

合に何を頼むのか、どのようにして信頼できる人を外国で見つければ良いのか）、渉外業務の中身

（紛争や訴訟でないのに弁護士として何をすればよいのか、企業ビジネスの実務をどのようにし

て学べばよいのか、どのように受任して報酬をもらえばよいのか）、弁護士が渉外業務をすること

の趣旨理由（なぜ紛争性もないのに弁護士が取り組むべきなのか）など、「よくある疑問や不安へ

の回答」という形で具体的に答えてゆく。 
③ まとめ／中小企業渉外法務の必要性と将来性についての啓発： アウトバウンド拡大が避

けられない日本の実情、そこで地場の中小企業の国際化を支援することの公益的意義、インバウ

ンドへの国内企業対応を含めたときの成長性と将来性、弁護士にとってパイの取り合いではなく

パイの拡大であること、地域の自治体・公的団体・隣接士業との連携や海外の同業者との交流、

そこから得られる成果と充実感など、できるだけ実例や実績を具体的に紹介する。 

 
３．目的 
このセミナーによって、日弁連の e ラーニング研修や各単位会の勉強会への参加意欲を高め、

具体的には、1 回の開催ごとに、最低でも数名、できれば十数名かそれ以上の研修参加希望者を

もたらすことを目標とする。 
その上で、実際の研修参加を経て、経験ある弁護士と組んでの実務経験等を積んでもらうこと

により、対応可能な弁護士のすそ野を広げ、海外展開に取り組みながら弁護士にリーチしていな

い中小企業の潜在的ニーズを掘り起こし、そのニーズに応える支援確保・業務拡大を実現する、

ということを究極の目標とする。 

 
以 上 

【日本弁護士連合会　資料１０】
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中小企業の海外展開業務の法的支援に関するワーキンググループ
弁護士向けスタートアップ研修会実績

開催場所（日程） 主催 共催 内容

1 沖縄県（２０１７/４/７）
日本弁護士連合会
沖縄弁護士会

なし

・中小企業向け渉外法務の
基礎研修「やってみよう！中
小企業の海外展開支援～弁
護士にできること～」
・全国の活動状況説明 「中
小企業の海外展開支援　弁
護士に，弁護士会に何がで
きるか」

2 宮城県（２０１７/５/１２）
日本弁護士連合会
仙台弁護士会

東北弁護士会連合会

・基礎研修「やってみよう！
中小企業の海外展開支援」
・全国の活動状況説明 「中
小企業の海外展開支援　弁
護士に，弁護士会に何がで
きるか」

3 広島県（２０１７/６/９）
日本弁護士連合会
広島弁護士会

中国地方弁護士会連合会

・基礎研修「弁護士にできる
渉外業務」
・全国の活動状況説明 「中
小企業の海外展開支援　弁
護士に，弁護士会に何がで
きるか」

4 北海道（２０１７/７/１４）

日本弁護士連合会
札幌弁護士会
函館弁護士会
旭川弁護士会
釧路弁護士会

北海道弁護士会連合会

・基調講演「地方都市におけ
る中小企業の海外展開業務
の法的支援」
・ワークショップ

5 新潟県（２０１７/８/４）
日本弁護士連合会
新潟県弁護士会

なし

・中小企業渉外法務の実像
紹介
・心理的ハードルの解消に向
けた実情説明
・中小企業渉外法務の必要
性と将来性についての啓発

6 香川県（２０１７/１０/２０）
日本弁護士連合会
香川県弁護士会

四国弁護士会連合会

・基礎研修 弁護士にできるこ
と
・全国の活動状況説明 弁護
士会にできること

7 栃木県（２０１７/１１/１０）
日本弁護士連合会
栃木県弁護士会

関東弁護士会連合会

・基礎研修 弁護士にできるこ
と
・全国の活動状況説明 弁護
士会にできること

8 福岡県（２０１８/１/１３）
日本弁護士連合会
福岡県弁護士会
（午前）

九州弁護士会連合会

・第１部：中小企業の海外事
業展開支援に関する研修会
　（１）基礎研修
　（２）講演
・第２部：国際仲裁セミナー

9 兵庫県（２０１８/２/２０）
日本弁護士連合会
兵庫県弁護士会

近畿弁護士会連合会
・基礎研修
・全国の活動状況説明

10 三重県（２０１８/５/１1）
日本弁護士連合会
三重弁護士会

中部弁護士会連合会

・三重県における中小企業の
海外支援状況，法的ニーズ
について
・基礎研修
・全国の活動状況説明

【日本弁護士連合会　資料１０】
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